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争
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主
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一
　
序
　
論（

1
）

　
独
占
禁
止
法
の
目
的
は
市
場
に
お
け
る
競（
2
）争の
確
保
・
促
進
に
あ
る
。
事
業
者
は
そ
の
競
争
過
程
で
様
々
な
経
済
活
動
を
展
開
し
て
い

る
が
、
同
法
第
四
章
は
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
企
業
結（
3
）合を

禁
止
し
て
い
る
。
競

争
法
上
の
企
業
結
合
と
は
「
力
の
獲（
4
）得」
で
あ
る
。
事
業
者
ら
は
企
業
結
合
を
通
じ
て
他
の
事
業
者
ら
と
の
間
に
お
け
る
結
合
関
係
を
形

成
・
維
持
・
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
市
場
支
配
力
を
形
成
・
維
持
・
強
化
す
る
こ
と
が
理
論
上
可（
5
）能で

あ
り
、
同
力
の
発
揮
は

当
該
結
合
体
に
単
独
で
、
も
し
く
は
、
他
の
事
業
者
ら
と
協
調
し
て
健
全
な
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
を
制
限
し
種
々
の
弊
害
を
も
た
ら

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ（
6
）るた
め
、
前
者
は
単
独
効（
7
）果と
し
て
、
後
者
は
協
調
効
果
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
企
業
結
合
規
制

に
際
す
る
競
争
法
上
の
懸
念
を
構
成
す（
8
）る。

こ
の
よ
う
な
懸
念
に
つ
き
十
分
警
戒
す
べ
き
旨
は
、
独
占
禁
止
法
第
四
章
に
お
い
て
「
一
定

の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
全
体
と
し
て
み
て
、
そ
の
機
能
を
実
質
的
に
制
限
す（
9
）る」
こ
と
を
意
味
す
る
「
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け

る
競
争
の
実
質
的
制
限
」
な
る
文
言
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。「
市
場
の
も
つ
競
争
機
能
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
…

（
筆
者
中
略
）
…
す
な
わ
ち
、
競
争
の
量
的
減
少
で
は
な
く
、
質
的
変
化
」
に
関
し
て
企
業
結
合
審
査
は
行
わ
れ
る
。
そ
の
過
程
で
発
見

さ
れ
た
競
争
自
体
が
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
効
競
争
を
も
は
や
確
保
で
き
な
く
さ
せ
る
よ
う
な
企
業
結
合
は
、
一
般
的
に
企
業
結
合

と
い
う
も
の
が
市
場
構
造
を
競
争
的
に
も
非
競
争
的
に
も
変
化
さ
せ
得
）
10
（
る
と
考
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
非
競
争
的
な
変
化

を
も
た
ら
す
よ
う
な
場
合
、
先
述
し
た
よ
う
な
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
と
し
て
、
原
則
、
事
前
に
禁
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
）
11
（
る
。

　
し
か
し
、
か
か
る
原
則
の
例
外
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
あ
る
企
業
結
合
も
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
例
え
ば
、
本

稿
が
取
り
扱
う
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
、
か
か
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
法
理
の
一
つ
と
し
て
国
際
的
に
認
識
さ
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れ
て
い
）
12
（
る
。
こ
の
理
は
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
に
係
る
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
も
法
的
枠
組
と
し
て
現
れ
て
い

る
）
13
（

。
例
え
ば
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
を
見
る
と
、
事
業
能
力
の
評
価
に
係
る
業
績
不
振
等
に
つ
い
て
定
め
た
同
ア
の
弱

い
競
争
者
の
抗
）
14
（
弁
と
対
を
な
す
よ
う
に
、
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
は
小
さ
い
場
合
に
つ
い
て
定
め
た
同
イ
が
存

在
し
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
定
め
）
15
（
た
同
①
お
よ
び
破
綻
部
門
の
抗
弁
に
つ
い
て
定
め
）
16
（
た
同
②
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
明
文
が
示
す
通
り
、
事
業
能
力
と
い
う
競
争
法
上
の
懸
念
の
有
無
を
認
定
す
る
際
の
考
慮
要
素
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
前
記
ア
の

記
載
部
分
と
は
異
な
り
、
前
記
イ
は
、
競
争
の
実
質
的
制
限
す
な
わ
ち
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
前
提
に
反
）
17
（
証
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

例
え
ば
同
イ
）
18
（

①
に
関
し
て
言
え
ば
、
①
破
綻
状
態
の
認
定
、
お
よ
び
、
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
）
19
（

Ａ
性
の
具
備
と
い
う
二
要
件
の
充
足
、
す
な

わ
ち
、
一
方
当
事
者
が
破
綻
状
態
に
陥
り
、
こ
れ
を
当
事
者
ら
が
申
し
出
た
救
済
的
な
企
業
結
合
に
よ
っ
て
救
済
す
る
と
い
う
計
画
の
ほ

か
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
の
選
び
得
る
手
段
が
存
在
し
な
い
場
合
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る

余
地
が
僅
か
な
が
ら
存
在
す
）
20
（
る
。
ま
た
、
水
平
型
企
業
結
合
の
単
独
効
果
の
審
査
に
つ
き
述
べ
ら
れ
た
こ
れ
ら
記
載
部
分
は
協
調
効
果
の

審
査
に
準
用
さ
）
21
（

れ
、
垂
直
型
お
よ
び
混
合
型
の
企
業
結
合
に
も
同
記
載
部
分
が
準
用
さ
れ
る
た
）
22
（

め
、
同
部
分
に
対
す
る
研
究
が
独
占
禁
止

法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
に
際
し
て
問
題
と
な
る
経
営
状
況
の
考
慮
の
実
態
解
明
に
繫
が
り
得
る
。
本
稿
は
、
こ
の
競
争
法
上
の
破
綻

会
社
の
抗
弁
な
る
法
理
に
つ
き
検
討
す
る
。

　
た
だ
、
同
法
理
は
依
然
不
透
明
な
も
の
と
評
価
し
得
る
。
こ
こ
に
非
常
に
大
き
な
問
題
が
所
在
す
る
。
と
り
わ
け
、
な
ぜ
前
記
二
要
件

を
充
足
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
例
外
的
な
正
当
化
が
可
能
な
の
か
と
い
う
点
に
大
き
な
疑
問
が
残
り
得
よ
う
。
勿
論
、
競
争
法
上
の
破
綻
会

社
の
抗
弁
は
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
さ
え
例
外
的
に
正
当
化
す
る
と
い
う
一
般
的
な
理
解
は
既
に
存
在
す
）
23
（

る
。
問
題
は
、
そ
の

正
当
化
根
）
24
（
拠
に
つ
き
諸
氏
の
見
解
が
一
致
を
見
な
い
点
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
正
当
化
根
拠
を
①
事
業
能
力
低
下
に
求
め
る
説
、
②
因

果
関
係
の
不
存
在
に
求
め
る
説
、
③
因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
た
正
当
化
に
求
め
る
説
を
さ
し
あ
た
り
明
示
す
る
。

　
例
え
ば
、
田
辺
＝
深
町
（
二
〇
一
）
25
（
四
）
は
、
同
正
当
化
根
拠
を
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
ア
と
同
様
に
①
事
業
能
力
の
低
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下
に
求
め
る
。
た
だ
、「
競
争
に
与
え
る
影
）
26
（
響
」
に
注
目
し
て
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
る
反
実
仮
想
分
析
を
用
い
て
競
争
状
況
に
実
質

的
な
差
異
が
な
い
点
に
正
当
化
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
一
般
的
な
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
の
問
題

と
も
位
置
付
け
ら
れ
得
）
27
（
る
。
ま
た
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
英
訳
版
に
お
け
る
前
記
ア
は
「a

）
28
（

bility

」
の
問
題
、
同
イ
は
「possibil

）
29
（ity

」

の
問
題
と
さ
れ
、
同
ア
所
定
の
事
業
能
力
の
問
題
と
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
定
め
た
同
イ
所
定
の
可
能
性
の
問
題
が
書
き
分
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
事
業
能
力
低
下
そ
れ
の
み
が
正
当
化
根
拠
と
は
考
え
難
い
。

　
例
え
ば
、
金
井
ほ
か
（
二
〇
一
）
30
（
八
）
は
、
同
正
当
化
根
拠
を
②
因
果
関
係
の
不
存
在
に
求
め
、
こ
の
理
は
欧
）
32
）（
31
（

米
も
同
旨
と
考
え
ら
れ
）
33
（
る
。

た
だ
、
こ
れ
も
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
の
検
討
に
際
し
て
求
め
ら
れ
る
企
業
結
合
の
前
後
で
競
争
状
況
に
実

質
的
な
差
異
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
た
事
業
者
に
よ
る
何
ら
か
の
行
為
と
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
と
の
間
に
あ
る

因
果
関
係
の
不
存
在
を
認
定
し
、
そ
の
よ
う
に
法
的
評
価
が
可
能
で
あ
る
と
説
明
す
る
た
め
に
因
果
関
係
に
つ
き
触
れ
て
い
る
に
止
ま
る

た
め
、
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
真
の
原
因
の
解
明
と
い
う
作
業
が
前
記
例
外
的
な
正
当
化
と
は
直
接
関
係
な

い
も
の
と
し
て
存
置
さ
れ
得
る
と
い
う
課
題
を
残
し
て
い
る
。
同
解
明
に
係
る
作
業
が
近
時
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合

規
制
に
際
し
て
、
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
に
よ
る
事
件
処
理
を
図
る
際
、
問
題
あ
る
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
て
も
競
争
状
況
に
実
質

的
な
差
異
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
定
す
る
た
め
の
反
実
仮
想
分
析
の
過
程
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
近
時
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
現
時
点
で
は
通
説
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
の
見
解
は
、
現
在
、
さ
ら
な
る
深
化
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
本
稿
は
同

可
能
性
に
係
る
仮
説
を
提
示
し
今
後
の
議
論
に
そ
の
当
否
を
委
ね
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
白
石
（
二
〇
一
）
34
（

九
）
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
イ
①
所
定
の
前
記
「
二
つ
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
企

業
結
合
行
為
と
行
為
後
の
反
競
争
性
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
場
合
で
も
、
正
当
化
理
由
が
あ
り
違
反
な
し
と
す
）
35
（
る
」
と
し
、
③
因
果

関
係
と
は
別
の
正
当
化
理
由
が
そ
の
正
当
化
根
拠
に
数
え
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
前
記
「
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
二
つ
の
条
件
を
満

た
せ
ば
因
果
関
係
の
成
否
を
問
わ
ず
違
反
な
し
と
す
る
考
え
）
36
（
方
」
を
示
し
た
。
こ
れ
は
「
業
績
不
振
会
社
の
需
要
者
の
利
便
性
や
業
績
不
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振
会
社
の
倒
産
の
社
会
的
影
響
の
防
止
な
ど
に
着
目
し
た
一
種
の
正
当
化
理
由
に
よ
っ
て
違
反
な
し
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
位
置
付
け

る
）
37
（

」
説
で
あ
る
。
た
だ
、
需
要
者
の
不
利
益
は
回
復
す
べ
き
失
わ
れ
る
競
争
の
問
）
38
（

題
と
構
成
し
問
題
解
消
措
置
に
よ
り
回
復
可
）
39
（

能
と
も
解

さ
れ
、
ま
た
、
社
会
的
な
影
響
の
考
慮
は
競
争
そ
れ
自
体
と
は
無
関
係
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
外
在
的
考
）
40
（
慮
と
し
て
企
業
結
合
規
制
に

際
し
て
は
射
程
外
と
さ
れ
る
余
地
も
存
し
得
）
41
（
る
。
加
え
て
、
競
争
法
の
保
護
法
益
は
あ
く
ま
で
有
効
競
争
の
確
保
・
促
進
と
仮
定
す
る
と
、

「
か
り
に
、
業
績
不
振
の
会
社
が
倒
産
し
て
市
場
か
ら
退
出
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
需
要
者
の
ほ
と
ん
ど
が
救
済
会
社
の
顧
客
と
な
る
と

は
限
ら
ず
、
相
応
の
数
の
者
が
他
の
競
争
事
業
者
の
顧
客
と
な
る
こ
と
も
あ
り
得
…
（
筆
者
中
略
）
…
業
績
不
振
の
会
社
を
救
済
す
る
行

為
を
行
う
場
合
と
行
わ
な
い
場
合
と
で
状
況
が
同
じ
と
な
る
と
は
限
ら
な
）
42
（

い
」
場
合
す
な
わ
ち
企
業
結
合
の
前
後
で
完
全
に
従
来
と
同
一

の
競
争
状
況
が
存
在
す
る
と
法
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
う
え
に
当
該
破
綻
会
社
の
市
場
か
ら
の
退
出
に
よ
り
予
期
せ
ぬ
利
益
を

得
る
こ
と
と
な
る
事
業
者
が
存
在
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
有
効
競
争
が
一
定
程
度
確
保
さ
れ
、
競
争
法
上
の
懸
念
を
惹
起
さ
せ

る
に
足
る
程
度
の
競
争
の
減
少
が
検
討
対
象
と
な
っ
て
い
る
市
場
に
つ
き
確
認
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
勿
論
失
わ
れ
る
競
争
は
極

力
実
効
的
な
各
種
問
題
解
消
措
置
に
よ
り
回
復
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
な
理
解
を
前
提
に
、
依
然
と
し
て
競
争
法
上
の
因
果
関
係

論
の
範
疇
に
お
い
て
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
て
も
市
場
に
お
け
る
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
も
の
と
み
な
す
と
す
る
競
争
法

上
の
法
的
評
価
を
差
し
支
え
な
く
行
う
こ
と
も
可
能
と
解
す
る
余
地
が
存
す
る
。
た
だ
、
白
石
（
二
〇
二
〇
）
に
は
、
右
の
よ
う
な
見
解

で
は
な
く
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
問
題
は
因
果
関
係
論
と
し
て
処
理
可
能
と
あ
）
43
（
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
前
記
の
通
り
、
外
在
的
考
慮
が
困
難
と
は
い
え
、
同
考
慮
こ
そ
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
要
求
さ
れ
る
べ
き

考
慮
要
素
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
確
か
に
存
在
す
）
44
（

る
た
め
、
本
稿
で
は
充
実
し
た
議
論
を
行
う
た
め
の
基
礎
的
な
先
行
研
究
と
し
て
指
摘

す
べ
き
と
考
え
る
に
至
り
こ
こ
に
諸
見
解
の
一
つ
と
し
て
右
の
通
り
記
し
た
。

　
か
か
る
状
況
下
、
本
稿
で
は
、
不
透
明
な
こ
の
法
理
の
内
実
を
解
明
し
そ
の
運
用
の
透
明
性
、
国
際
的
整
合
性
、
そ
し
て
被
規
制
者
の

予
測
可
能
性
に
資
す
る
研
究
成
果
の
呈
示
を
実
現
す
る
。
具
体
的
に
は
、
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
に
際
し
て
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登
場
す
る
反
実
仮
想
分
析
の
併
有
す
る
機
能
に
着
眼
し
、
破
綻
こ
そ
が
主
た
る
要
因
で
あ
り
企
業
結
合
は
従
た
る
要
因
に
す
ぎ
な
い
た
め
、

競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
も
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
よ
り
例
外
的
に
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
し
く
は

理
論
構
成
を
一
つ
の
仮
説
と
し
て
提
示
す
る
。
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
の
原
因
を
企
業
結
合
で
は
な
く
破
綻
に
こ
そ
求
め
得

る
と
い
う
理
論
構
）
45
（
成
が
、
後
掲
平
成
三
〇
年
度
事
例
一
〇
の
事
件
処
理
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い

う
結
果
の
原
因
を
企
業
結
合
で
は
な
く
市
場
構
造
に
由
来
す
る
競
争
維
持
困
難
性
に
こ
そ
求
め
る
と
い
う
理
論
構
成
と
類
似
し
、
競
争
法

上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
対
象
と
し
た
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
に
際
し
て
問
題
と
な
る
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
に

適
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
破
綻
状
態
の
認
定
を
行
う
過
程
で
救
済
的
な
企
業
結
合
で
は
な
く
む
し
ろ
破
綻
に
こ

そ
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
生
ぜ
し
め
、
破
綻
を
主
た
る
要
因
と
み
な

し
企
業
結
合
を
従
た
る
要
因
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
同
企
業
結
合
の
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
具
備
に
つ
き
審
査
し
、

よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
他
に
選
び
得
る
手
段
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
状
況
下
で
行
わ
れ
る
救
済
的
な
企
業
結
合
は
競
争
法
上
非
難
に
値

し
得
な
）
46
（

い
と
い
う
評
価
が
同
企
業
結
合
を
競
争
法
上
の
懸
念
と
い
う
結
果
発
生
と
の
関
係
で
は
従
た
る
要
因
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
位
置
づ

け
さ
せ
、
主
た
る
要
因
す
な
わ
ち
破
綻
に
こ
そ
同
結
果
と
の
間
に
あ
る
因
果
関
係
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
的
評
価
を
可

能
に
し
、
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
基
づ
い
た
事
件
処
理
を
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
イ
等
を
通
じ
て
規
制
当
局
に
可
能
と

さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
よ
う
な
事
態
は
例
え
ば
現
行
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
７
）
所
定
の
効
率
性
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
部
分
の
な
お
書
で
も
想
定
さ
れ
て
い
）
47
（

る
が
、
前
記
仮
説
そ
れ
自
体
お
よ
び

そ
の
応
用
可
能
性
は
本
稿
が
取
り
扱
う
法
理
と
は
異
な
る
法
理
に
関
連
す
る
点
で
も
あ
る
た
め
今
後
の
よ
り
一
層
の
議
論
を
期
待
す
る
旨

を
先
だ
っ
て
付
言
す
る
。

　
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
独
占
禁
止
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
き
当
該
理
論
構
成
の
可
能
性
に
関
す
る
仮
説
を
提
唱
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
正
当
性
と
妥
当
性
を
確
保
す
る
前
提
と
し
て
少
な
く
と
も
代
表
的
な
先
例
お
よ
び
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
氏
の
見
解
等
と
の
整
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合
性
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
の
結
果
に
実
現
す
る
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業

結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
本
稿
が
唱
え
る
よ
う
な
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
お
よ
び
理
論
構
成
、
す
な
わ
ち
、

問
題
あ
る
企
業
結
合
は
従
た
る
要
因
に
す
ぎ
ず
そ
の
主
た
る
要
因
を
破
綻
に
こ
そ
求
め
得
る
た
め
か
か
る
法
的
評
価
が
可
能
と
な
る
と
い

う
仮
）
48
（
説
の
正
し
さ
を
考
察
す
る
過
程
で
同
仮
説
が
真
に
今
後
の
議
論
に
耐
え
得
る
か
を
検
討
し
、
本
稿
の
残
し
た
研
究
成
果
と
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

二
　
競
争
法
上
の
因
果
関
係

）
49
（論

に
係
る
概
観
と
議
論
の
整
理

　
企
業
結
合
が
独
占
禁
止
法
第
四
章
所
定
の
「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
か
に
つ
き
因
果
関
係
論
を
論
じ
よ
う
と

す
る
際
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
一
般
的
に
い
え
ば
、
当
該
行
為
と
市
場
支
配
と
の
間
の
因
果
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
）
50
（
る
」
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
、
市
場
に
お
け
る
競
争
を
め
ぐ
る
様
々
な
諸
事
）
51
（
情
に
鑑
み
る
と
、「
特
定
の
行
為

と
市
場
支
配
と
の
間
の
因
果
関
係
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
は
、
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
）
52
（
い
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
が
論
じ
る
よ
う
な
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
に
係
る
規
制
態
度
と
し
て
「
行
為
の
悪
性
は
、
市
場
支

配
と
い
う
結
果
の
発
生
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
力
の
獲
得
に
存
す
）
53
（

る
」
と
い
う
見
地
に
立
っ
て

競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
因
果
関
係
論
に
つ
き
考
え
る
と
、「
当
該
行
為
と
市
場
支
配
の
事
実
と
の
間
の
個
別
的
な
因
果
関

係
を
、
具
体
的
に
論
証
す
る
必
要
は
な
）
54
（

い
」
こ
と
と
な
る
。

　
で
は
、
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
に
基
づ
く
事
件
処
理
を
試
み
た
先
例
や
そ
れ
に
関
連
す
る
諸
氏
の
見
解
等
に
鑑
み
て
、
我
々
は
ど
の

よ
う
に
し
て
企
業
結
合
と
い
う
行
為
と
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
の
間
に
あ
る
因
果
関
係
の
有
無
に
つ
き
事
実
認
定
お
よ
び
法

的
評
価
を
行
っ
て
ゆ
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
を
所
管
す
る
公
正
取
引
委
員
会
の
事
件
処
理
お
よ
び
そ
れ
に
関
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連
す
る
諸
氏
の
見
解
を
基
礎
と
し
て
こ
の
点
に
つ
き
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
て
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異

が
存
在
し
な
い
か
否
か
を
確
認
す
る
反
実
仮
想
分
析
の
実
施
に
よ
り
達
成
可
能
と
現
時
点
で
は
考
え
ら
れ
）
55
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
が
国
の
独

占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
は
、
独
占
禁
止
法
第
四
章
の
文
言
に
沿
い
正
当
と

評
価
し
得
る
た
め
で
あ
）
56
（
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
文
言
を
借
り
れ
ば
、
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
因
果
関
係
の
判
断
は
、

企
業
結
合
に
よ
っ
て
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
競
争
も
し
く
は
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
競
争
関
係
が
市
場
構
造
を
非
競
争
的
に
変
化
さ
せ
な

い
旨
を
確
認
す
る
と
い
う
意
味
で
前
記
判
断
基
準
は
合
理
的
で
あ
る
。
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
競
争
評
価
や
問
題
解
消
措
置
の
設
計
に

関
連
す
る
と
評
価
し
得
）
57
（

る
同
事
件
処
理
は
、
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
間
に
あ
る
競
争
状
況
の

実
質
的
な
差
異
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
の
反
実
仮
想
分
析
を
通
じ
て
同
企
業
結
合
を
正
当
化
す
る
。
な
お
、
そ
の
際
、
公
正
取
引
委
員

会
は
、
主
に
次
の
三
類
型
の
競
争
を
前
提
に
し
た
反
実
仮
想
分
析
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
も
と
よ
り
失
わ

れ
て
い
た
競
）
58
（
争
、
②
失
わ
れ
て
も
差
し
支
え
な
い
競
）
59
（
争
、
③
回
復
す
べ
き
失
わ
れ
る
競
）
60
（
争
の
三
種
類
で
あ
る
。
市
場
画
定
を
経
て
行
わ
れ

る
競
争
評
価
に
際
し
て
、
①
も
と
よ
り
競
争
が
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
企
業
結
合
に
よ
り
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
な
い
こ
と

は
規
制
の
時
点
で
明
ら
）
61
（
か
で
あ
り
、
②
そ
も
そ
も
そ
の
存
在
が
有
効
競
争
の
確
保
・
促
進
と
無
関
係
も
し
く
は
無
関
係
と
評
価
で
き
る
ほ

ど
僅
少
、
あ
る
い
は
、
他
に
「
同
等
又
は
よ
り
激
し
い
競
）
62
（

争
」
や
「
同
等
又
は
よ
り
活
発
な
競
）
63
（

争
」
が
存
在
す
る
場
合
は
失
わ
れ
て
も
差

し
支
え
な
い
競
争
が
減
少
し
て
も
市
場
に
お
け
る
競
争
は
な
お
確
保
・
促
進
さ
れ
、
③
企
業
結
合
が
も
た
ら
す
競
争
の
減
少
も
問
題
解
消

措
置
に
よ
り
回
復
す
る
こ
と
が
理
論
上
可
能
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
審
査
は
欧
州
に
お
け
る
通
常
の
企
業
結
合
規
制
で
問
題
と
な
る
の
み
な
ら
）
64
（

ず
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に

際
し
て
も
行
わ
れ
て
い
）
65
（
る
。
た
だ
一
つ
留
意
す
べ
き
は
、
欧
州
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
適
用
に
際
し
て
問
題
と
な

る
競
争
法
上
の
因
果
関
係
の
有
無
に
係
る
判
断
基
準
は
、
す
で
に
競
争
法
上
の
懸
念
を
認
定
さ
れ
た
問
題
あ
る
企
業
結
合
（「problem

atic 

m
erg

）
66
（er

」）
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
る
市
場
構
造
も
し
く
は
競
争
状
況
の
悪
化
を
前
提
と
し
た
審
査
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
記
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の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
と
は
微
妙
に
異
な
る
性
質
を
有
す
る
と
評
価
可
能
な
点
で
あ
）
67
（
る
。
し
か

し
、
相
違
点
と
し
て
は
前
記
前
提
を
所
与
の
も
の
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
の
み
で
、
反
実
仮
想
分
析
を
用
い
て
当
該
企
業
結
合
の
前
後

を
比
べ
て
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
な
い
か
を
検
討
し
企
業
結
合
と
い
う
行
為
と
競
争
の
減
少
そ
し
て
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い

う
結
果
の
間
に
あ
る
因
果
関
係
の
有
無
を
確
認
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
は
共
通
す
る
。
ま
た
、
反
実
仮
想
分
析
を
中
核
に
据
え
る

本
稿
が
示
す
前
記
仮
説
に
つ
き
国
際
的
な
理
論
的
整
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
補
論
と
し
て
、
米
国
反
ト
ラ
ス
ト
法
に
お
け
る
企
業
結
合

規
制
と
り
わ
け
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
七
）
68
（
条
等
に
照
ら
し
て
行
わ
れ
る
違
法
性
判
断
に
際
し
て
仮
に
こ
の
よ
う
な
因
果
関
係
論
を
採
用
す
る
場

合
を
考
え
る
と
、
例
え
ば
同
条
所
定
の
企
業
結
合
の
違
法
性
に
係
る
明
文
の
部
分
す
な
わ
ち
「
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
こ
と
と
な
り

ま
た
は
独
占
を
形
成
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
）
69
（
き
」
に
関
し
て
、
減
殺
そ
れ
自
体
の
有
無
や
同
減
殺
の
実
質
性
と
い
っ
た
部
分
に
焦
点
を
当

て
な
が
ら
、
計
画
さ
れ
て
い
る
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
て
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
あ
る
か
否
か
に
つ
き
反
実
仮
想
分
析
を
基
礎

に
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、
例
え
ば
あ
る
企
業
結
合
が
行
わ
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場

合
と
を
比
べ
て
み
て
も
有
意
な
競
争
の
減
殺
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
当
該
企
業
結
合
が
一
定
程
度
の

競
争
の
減
殺
を
確
か
に
も
た
ら
し
て
は
い
る
も
の
の
そ
の
結
果
と
し
て
競
争
法
上
の
懸
念
が
発
生
す
る
よ
う
な
場
合
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
た
め
そ
の
減
殺
の
実
質
性
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
っ
た
法
的
評
価
の
余
地
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
右
の
通
り
、
そ
の
分
析
が
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
と
整
合
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
は
計
画
さ

れ
た
企
業
結
合
が
行
わ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
の
間
に
あ
る
競
争
状
況
の
実
質
的
な
差
異
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
の
反
実
仮

想
分
析
の
精
緻
化
の
た
め
に
競
争
を
類
型
化
し
て
把
握
す
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
き
再
度
確
認
し
、
同
様
の
考
慮
が
欧
州
に
お
け
る
競
争

法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
際
し
て
も
問
題
と
な
る
と
い
う
共
通
点
に
つ
き
確
認
し
た
。
前
者
が
競
争
法
上
の
懸
念
の
有
無
を
問
わ

ず
す
べ
て
の
企
業
結
合
に
対
し
て
行
わ
れ
得
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
そ
れ
は
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
前
提
に
当
該
問
題
あ
る
企
業

結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
際
に
焦
点
の
当
た
る
要
件
で
あ
る
と
い
う
違
い
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
反
実
仮
想
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分
析
を
用
い
て
企
業
結
合
の
前
後
を
比
較
し
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
存
在
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
は

共
通
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
競
争
法
上
の
反
実
仮
想
分
析
が
少
な
く
と
も
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
、

そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
前
者
に
係
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ
の
運
用
に
関
し
て
は

不
透
明
で
は
あ
る
が
、
後
者
に
か
か
る
同
抗
弁
の
運
用
に
は
通
常
の
企
業
結
合
規
制
に
お
け
る
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
と

若
干
異
な
る
視
座
に
立
っ
て
行
わ
れ
る
判
断
で
あ
り
な
が
ら
も
反
実
仮
想
分
析
が
や
は
り
用
い
ら
れ
る
旨
を
示
し
て
い
る
。
次
章
以
降
で

は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
意
識
し
な
が
ら
論
証
を
行
っ
て
ゆ
く
。

三
　
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
等
と
の
整
合
性
に
係
る
検
証

　
前
記
の
反
実
仮
想
分
析
は
企
業
結
合
に
係
る
競
争
法
上
の
懸
念
の
有
無
を
問
わ
ず
因
果
関
係
の
有
無
の
判
断
に
供
さ
れ
る
。
た
だ
、
因

果
関
係
の
不
存
在
を
理
由
と
し
て
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
問
題
な
し
と
す
る
場
合
、
そ
れ
で
は
一
体
い
か
な
る
原
因
が
当
該

結
果
を
発
生
さ
せ
た
と
評
価
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
浮
上
す
る
。
計
画
さ
れ
て
い
た
企
業
結
合
に
よ
り
当
該
結
果
が

発
生
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
当
該
結
果
が
発
生
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
結
果
発
生
の
真
の
原
因
と
は
何
な
の
か
と
い
う
点
が
当

然
疑
問
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
検
討
対
象
の
企
業
結
合
が
競
争
法
上
の
懸
念
を
発
生
さ
せ
る
と
一
度
は
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

よ
り
一
層
同
疑
問
は
重
要
と
な
ろ
う
。
こ
れ
は
本
稿
の
示
す
仮
説
が
従
来
の
通
説
に
対
し
て
投
げ
か
け
る
新
規
性
あ
る
問
い
で
あ
る
。
実

際
、
公
正
取
引
委
員
会
は
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
に
際
し
て
用
い
た
反
実
仮
想
分
析
の
過
程
で
、
単
に
企
業
結
合
の
前
後

で
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
何
故
そ
の
よ
う
な
法
的
評
価
が
可
能
と
な
る
か
を
も
確
認
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
後
掲
平
成
三
〇
年
度
事
例
一
〇
の
事
件
で
は
、
後
述
す
る
通
り
、
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
定
さ
れ
る
よ
う
な
計
画
さ
れ
た
企
業

結
合
が
行
わ
れ
る
場
合
で
も
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
独
占
状
態
と
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
①
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
な
い
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こ
と
を
確
認
し
、
②
そ
の
原
因
を
複
数
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
市
場
構
造
に
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に

鑑
み
る
と
、
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
反
実
仮
想
分
析
は
①
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
な
い
こ

と
を
確
認
す
る
と
い
う
機
能
と
②
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
の
原
因
を
探
求
す
る
機
能
を
併
有
す
る
と
い
う
仮
説
が
浮
上
す
る
。
後
者
②
の

機
能
に
着
眼
す
る
と
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
必
要
と
な
る
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処

理
に
つ
き
序
論
で
示
し
た
仮
説
も
提
示
可
能
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
仮
説
は
真
に
今
後
の
運
用
を
支
え
諸
氏
の
議
論
に
耐
え
得
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
本
稿
の
序
論
で

提
示
し
た
前
記
仮
説
の
正
当
性
と
妥
当
性
に
係
る
盤
石
な
検
証
を
期
す
べ
く
、
わ
が
国
に
お
け
る
独
占
禁
止
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
そ

の
運
用
の
現
状
を
ふ
り
か
え
る
。
具
体
的
に
は
、
①
破
綻
状
態
の
認
定
お
よ
び
②
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
具
備
に
よ
り
競
争
法
上
の
懸

念
あ
る
企
業
結
合
も
例
外
的
に
正
当
化
す
る
法
理
で
あ
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
前
記
法
的
枠
組
、
な
ら
び
に
、
現
行
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
所
定
の
経
営
状
況
の
考
慮
に
際
し
て
問
題
と
な
り
得
る
の
は
、
同
ア
所
定
の
①
弱
い
競
争
者
の
抗
弁
、
同

イ
①
所
定
の
②
破
綻
会
社
の
抗
弁
、
同
イ
②
所
定
の
③
破
綻
部
門
の
抗
弁
で
あ
る
と
い
う
前
記
基
礎
理
解
を
前
提
と
し
た
概
観
を
行
う
と
、

例
え
ば
「
平
成
一
〇
年
度
以
降
の
公
表
事
例
に
お
い
て
、
企
業
結
合
審
査
に
あ
た
り
、「
当
事
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
状
況
」
を
考
慮
し

た
）
70
（

」「
公
表
事
例
に
お
い
て
当
事
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
状
況
が
考
慮
さ
れ
た
）
71
（

例
」
と
し
て
枚
挙
さ
れ
て
い
る
複
数
の
事
例
に
鑑
み
る
）
72
（

と
、

競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
機
能
し
て
例
外
的
に
企
業
結
合
を
正
当
化
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
次
の
二
件
を
除
き
存
在
し
な

か
っ
）
73
（

た
。

　
ま
ず
、
平
成
二
二
年
度
事
例
五
の
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
㈱
に
よ
る
昭
和
ア
ル
ミ
パ
ウ
ダ
ー
㈱
の
株
式
取
得

）
75
）（
74
（

事
件
で
は
、
水
平
型
企
業
結

合
が
競
争
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
判
断
す
る
過
程
で
「
当
事
会
社
の
経
営
状
況
）
76
（
等
」
を
考
慮
し
、「
当
事
会
社
で
あ
る
昭
和
ア
ル
ミ
は
、

国
内
需
要
の
減
少
等
を
背
景
と
す
る
経
営
状
況
の
悪
化
か
ら
、
平
成
一
九
年
頃
以
降
、
親
会
社
に
よ
る
継
続
的
な
財
務
支
援
等
を
受
け
、

経
営
を
維
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
平
成
二
〇
年
度
末
決
算
以
降
に
お
い
て
資
本
の
欠
損
の
状
況
が
続
い
て
お
り
、
現
在
、
債
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務
超
過
の
状
況
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
収
益
に
も
大
き
な
改
善
は
み
ら
れ
て
い
な
）
77
（
い
」
と
認
め
つ
つ
、「
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
に
よ
る
と
、

東
洋
ア
ル
ミ
以
外
の
国
内
外
の
メ
ー
カ
ー
の
う
ち
、
昭
和
ア
ル
ミ
を
企
業
結
合
に
よ
り
救
済
可
能
な
メ
ー
カ
ー
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な

い
）
78
（

」
と
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
事
情
も
ふ
ま
え
行
わ
れ
た
本
件
水
平
型
企
業
結
合
の
独
占
禁
止
法
上
の
評
価
を
見
る
と
、
同
事
情
は

あ
く
ま
で
有
力
な
競
争
事
業
者
が
存
在
す
る
こ
と
等
と
同
様
に
競
争
法
上
の
懸
念
の
不
存
在
を
基
礎
づ
け
る
考
慮
要
素
と
な
っ
て
い
）
79
（
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
鑑
み
る
と
、
や
は
り
本
件
は
経
営
状
況
の
考
慮
が
単
に
競
争
法
上
の
懸
念
の
不
存
在
を
基
礎
づ
け
る

考
慮
要
素
と
し
て
機
能
し
た
に
す
ぎ
ず
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
の
存
在
を
前
提
と
し
た
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
直
接
問
題

と
な
っ
た
事
例
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
先
に
列
記
し
た
各
事
例
と
同
様
に
、
前
記
ア
所
定
の
弱
い
競
争
者
の
抗
弁
が
考
慮
さ
れ
た
事

例
と
評
価
し
得
る
。
た
だ
、
前
記
イ
①
所
定
の
二
要
件
充
足
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
破
綻
認
）
80
（
定
」
に
よ
り
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合

の
例
外
的
な
正
当
化
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
よ
っ
て
も
理
論
上
可
能
で
は
あ
っ
た
が
、
他
の
考
慮
要
素
と
の
総
合
考
慮

の
結
果
に
同
適
用
を
あ
え
て
行
う
必
要
が
な
か
っ
た
点
は
留
意
さ
れ
た
）
81
（
い
。

　
右
の
よ
う
な
代
表
的
な
事
例
の
な
か
、
唯
一
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
機
能
す
る
か
否
か
に
つ
き
特
に
問
題
と
な
っ
た
事
件
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
平
成
三
〇
年
度
事
例
七
の
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
︱
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱

の
株
式
取
得

）
83
）（
82
（

事
件
で
あ
る
。
近
時
登
場
し
た
本
件
に
お
い
て
は
、
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
に
競
争
法
上
の
懸
念
を
認
め
つ
）
84
（

つ
、「
キ
ャ
ン

シ
ス
テ
ム
は
、
実
質
的
に
債
務
超
過
に
陥
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
同
社
の
財
務
資
料
を
基
に
実
施
し
た
安
全
性
分
析
…
（
筆
者

中
略
）
…
の
結
果
や
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
の
事
業
の
見
通
し
を
踏
ま
え
る
と
、
本
件
行
為
が
な
け
れ
ば
、
同
社
は
近
い
将
来
に
お
い
て
倒
産

し
、
市
場
か
ら
退
出
す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
）
85
（

る
」
と
単
な
る
業
績
不
振
で
は
な
く
破
綻
状
態
の
認
定
を
行
い
つ
つ
、「
キ
ャ
ン

シ
ス
テ
ム
の
上
記
経
営
状
況
等
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
グ
ル
ー
プ
以
外
の
第
三
者
が
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
を
企
業
結
合
に
よ
り
救
済
す

る
可
能
性
は
低
）
86
（

い
」
と
し
た
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
認
定
部
分
に
続
い
て
、「
し
か
し
な
が
ら
、
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
が
他
社
と
の
企
業
結

合
を
実
際
に
検
討
し
た
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
が
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
グ
ル
ー
プ
以
外
の
第
三
者
と
企
業
結
合
を
行
う
可
能
性
を
十
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分
に
検
討
し
た
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
を
企
業
結
合
に
よ
り
救
済
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
業
者
で
、
本
件
行
為
よ
り
も
競

争
に
与
え
る
影
響
が
小
さ
い
も
の
の
存
在
が
認
め
難
い
と
ま
で
は
い
え
な
）
87
（

い
」
と
認
定
し
第
二
要
件
の
充
足
を
否
定
し
た
。
こ
れ
は
本
件

企
業
結
合
の
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
具
備
に
係
る
立
証
に
際
し
て
「
誠
実
な
努
）
88
（
力
」
を
怠
っ
た
た
め
に
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適

用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
も
解
し
得
る
可
能
性
が
あ
）
89
（
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
付
言
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
本
件
企
業
結
合
が
競
争

法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
を
具
備
し
て
い
た
か
、
主
に
企
業
結
合
の
相
手
と
な
っ
た
事
業
者
の
観
点
か
ら
疑
問
と
す
る
見
解
も
存
在
す
）
90
（

る
。
た
だ
、

競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
本
件
企
業
結
合
も
、
当
事
会
社
が
申
し
出
た
問
題
解
消
措
置
を
前
提
と
す
れ

ば
「
本
件
行
為
の
有
無
に
よ
り
、
業
務
店
向
け
音
楽
放
送
・
配
信
業
に
お
け
る
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
は
生
じ
な
）
91
（

い
」
と
し
て
最
終

的
に
同
企
業
結
合
は
認
め
ら
れ
て
い
る
点
は
留
意
さ
れ
た
い
。
本
件
を
契
機
と
し
て
同
抗
弁
適
用
の
余
地
は
拡
大
さ
れ
な
い
旨
の
見
）
92
（
解
を

示
し
た
事
務
総
長
の
定
例
会
見
に
加
え
、
ま
ず
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
に
つ
き
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
を
認
定
し
、
所
定
の
法
的
枠
組

に
照
ら
し
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
可
否
を
検
討
す
る
点
が
欧
州
に
お
け
る
運
用
と
同
）
93
（
様
で
あ
る
点
は
興
味
深
い
。

　
右
の
通
り
、
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
経
営
状
況
の
考
慮
に
係
る
代
表
的
な
先
例
の
殆
ど
は
、
競
争

法
上
の
懸
念
の
な
い
企
業
結
合
に
つ
き
単
に
事
業
者
の
事
業
能
力
低
下
を
追
加
的
に
確
認
す
る
と
い
う
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２

（
８
）
ア
所
定
の
①
弱
い
競
争
者
の
抗
弁
の
運
用
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
先
述
の
通
り
、
同
抗
弁
は
競
争
法
上
の
懸
念
を
前
提
に
せ
ず
と

も
考
慮
さ
れ
得
る
考
慮
要
素
の
一
つ
を
な
す
が
、
同
イ
①
お
よ
び
②
に
示
さ
れ
た
②
破
綻
会
社
の
抗
弁
、
お
よ
び
、
③
破
綻
部
門
の
抗
弁

は
競
争
法
上
の
懸
念
の
存
在
認
定
後
に
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
点
に
明
確
な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
事
例
こ
そ
競
争
法

上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
が
実
際
に
問
題
と
な
っ
た
前
記
平
成
三
〇
年
度
事
例
七
の
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
︱
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ

に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱
の
株
式
取
得
事
件
で
あ
り
、
審
査
過
程
に
現
れ
た
そ
の
運
用
の
有
り
体
は
ま
さ
に
欧
州
に
お
け
る
競
争
法
上

の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に
係
る
そ
れ
と
共
通
点
を
有
す
る
と
評
価
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
二
二
年
度
事
例
五
の
東
洋
ア

ル
ミ
ニ
ウ
ム
㈱
に
よ
る
昭
和
ア
ル
ミ
パ
ウ
ダ
ー
㈱
の
株
式
取
得
事
件
は
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
み
に
よ
っ
て
企
業
結
合
を
例
外
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的
に
正
当
化
可
能
と
も
考
え
る
余
地
が
あ
っ
た
点
に
つ
い
て
も
再
度
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
③
破
綻
部
門

の
抗
弁
に
関
す
る
事
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
同
抗
弁
は
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
８
）
イ
を
そ
の
基
礎
と
す
る
た
め
同
部

分
の
よ
り
詳
細
な
運
用
と
解
明
が
今
後
も
期
待
さ
れ
る
。

　
右
の
通
り
、
独
占
禁
止
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
は
、
①
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
そ
の
適
用
の
対
象
と
し
、
②
現
行
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
所
定
の
二
要
件
充
足
を
そ
の
例
外
的
な
正
当
化
の
た
め
の
条
件
と
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
運
用
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
た
。
し

か
し
、
序
論
で
も
触
れ
た
同
正
当
化
の
根
拠
と
し
て
語
ら
れ
る
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
は
次
に
示
す
よ
う
な
深
化
可
能
性
を
保
持
し
た

ま
ま
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
下
、
独
占
禁
止
法
上
の
企
業
結
合
規
制
全
般
に
関
し
て
、
わ
が
国
の
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
二
〇
一

九
年
一
二
月
一
七
日
付
で
改
定
を
経
た
。
そ
の
際
、
当
初
改
定
予
定
と
な
り
実
際
に
改
定
が
行
わ
れ
た
部
）
94
（
分
に
つ
い
て
、
競
争
法
上
の
破

綻
会
社
の
抗
弁
に
関
連
す
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
っ
）
95
（
た
。
た
だ
、
公
正
取
引
委
員
会
の
応
答
に
は

「
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
8
）「
当
事
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
状
況
」
は
、
複
数
の
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と

が
可
能
な
状
況
に
お
い
て
、
一
方
当
事
会
社
の
経
営
状
況
が
悪
化
し
た
場
合
に
、
当
該
一
方
当
事
会
社
を
企
業
結
合
に
よ
り
救
済
す
る
場

合
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
同
（
9
）「
一
定
の
取
引
分
野
の
規
模
」
は
、
複
数
の
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
の
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
視
点
が
異
な
り
ま

）
97
）（
96
（す

」
と
明
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
当
初

改
定
が
予
定
さ
れ
て
い
た
部
分
は
本
稿
が
取
り
扱
う
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
等
が
問
題
と
な
る
救
済
的
な
企
業
結
合
を
想
定
し
た

も
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
独
占
を
容
認
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
企
業
結
合
規
制
に
つ
き
独
占
禁
止
法
は
そ
の
よ
う
な
事
態
も
当
然

想
定
し
て
運
用
さ
れ
る
旨
を
示
す
い
わ
ば
注
意
規
定
の
よ
う
な
文
言
が
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
明
文
に
は
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
。「
な
お
、
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
9
）
は
、
複
数
の
事
業
者
に
よ
る
競
争
が
困
難
な
場
合
で
あ
り
、
必

然
的
に
企
業
結
合
に
よ
り
一
社
に
な
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
ま
）
98
（

す
」
と
す
る
応
答
部
分
か
ら
も
先
述
し
た
注
意
規
定
の
よ
う
な
明
文
の

必
要
性
を
読
み
取
り
得
る
。
こ
こ
で
同
応
答
に
も
部
分
的
に
明
示
さ
）
99
（
れ
、
最
小
最
適
規
模
の
観
点
か
ら
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
場
合
と
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も
一
般
的
に
理
解
さ
れ
、
反
実
仮
想
分
）
100
（
析
が
採
用
さ

）
102
）（
101
（
れ
た
平
成
三
〇
年
度
事
例
一
〇
の
㈱
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
に
よ
る

㈱
十
八
銀
行
の
株
式
取
得

）
104
）（
103
（

事
件
に
再
度
焦
点
を
当
て
る
。
同
事
件
で
は
、
対
馬
等
三
経
済
圏
に
つ
き
「
実
質
的
な
競
争
事
業
者
は
存
在
せ

ず
、
競
争
事
業
者
か
ら
の
競
争
圧
力
は
認
め
ら
れ
な
）
105
（
い
」
と
し
て
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
に
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
た

だ
、
同
事
件
に
お
い
て
は
こ
れ
に
続
き
、「
一
般
的
に
、
各
事
業
者
に
と
っ
て
最
も
効
率
的
な
供
給
量
（
最
小
最
適
規
）
106
（
模
：
事
業
者
に
と
っ
て

平
均
費
用
が
最
低
と
な
る
供
給
量
）
と
の
関
係
で
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
市
場
規
模
が
十
分
に
大
き
く
な
く
、
複
数
の
事
業
者
で
需
要

を
分
け
合
う
と
効
率
的
な
事
業
者
で
あ
っ
て
も
採
算
が
取
れ
ず
、
複
数
の
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
（
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
事
業
の
譲
受
け
に
よ
り
競
争
事
業
者
を
創
出
し
よ
う
に
も
、
不
採
算
を
理
由
に
事
業
の
譲
受
先
が
見
つ
か
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。）

に
は
、
当
該
複
数
の
事
業
者
が
企
業
結
合
を
行
い
一
社
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
企
業
結
合
に
よ
り
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争

を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
）
107
（

い
」
と
し
、「
対
馬
等
三
経
済
圏
は
、
市
場
規
模
が
極
め
て
小
さ
く
…
（
筆
者
中
略
）
…
、
当

事
会
社
グ
ル
ー
プ
は
店
舗
等
の
合
理
化
を
図
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
）
108
（
ず
採
算
が
取
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
複
数
の
事
業
者
に

よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
競
争
事
業
者
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
競
争
事
業
者
の

創
出
の
た
め
、
仮
に
対
馬
等
三
経
済
圏
の
店
舗
が
譲
渡
さ
れ
る
と
し
て
も
、
当
該
店
舗
の
譲
受
け
を
希
望
し
な
）
109
（
い
」
と
認
定
し
、「
対
馬

等
三
経
済
圏
で
は
、
本
件
統
合
に
よ
り
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
）
110
（
る
」
と
さ
れ
た
。
仮
に
市
場
に
お

け
る
競
争
単
位
が
す
べ
て
最
小
最
適
規
模
を
目
指
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
、
や
む
を
得
ず
独
占
を
形
成
す
る
よ
う
な
企

業
結
合
の
必
要
に
駆
ら
れ
た
際
、
結
合
体
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
ら
の
責
め
に
値
し
な
い
事
情
に
よ
っ
て
競
争
法
上
の
懸
念
が
発

生
す
る
場
合
も
存
在
す
る
と
い
う
理
解
を
同
事
件
処
理
か
ら
読
み
取
り
得
る
旨
は
後
に
別
途
詳
述
す
る
。
ま
た
、
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合

に
つ
き
競
争
法
上
の
懸
念
は
存
在
し
な
い
と
し
な
が
ら
も
競
争
上
の
懸
念
を
指
摘
し
た
一
見
す
る
と
不
可
解
な
状
態
を
因
果
関
係
論
に
基

づ
い
た
事
件
処
理
に
よ
り
解
決
し
た
点
も
別
途
詳
細
な
考
察
の
対
象
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２

（
9
）
の
場
合
に
お
い
て
、
企
業
結
合
と
競
争
の
実
質
的
制
限
の
間
に
因
果
関
係
が
な
）
111
（

い
」
と
す
る
理
解
は
前
記
の
よ
う
な
事
件
処
理
を
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念
頭
に
置
い
た
も
の
と
現
時
点
で
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た
事
件
処
理
は
反
実
仮
想
分
析
の
併

有
す
る
機
能
の
発
揮
等
の
深
化
を
経
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
理
解
と
し
て
、
次
章
以
降
で
は
、
本
稿

の
唱
え
る
仮
説
に
関
す
る
さ
ら
な
る
試
論
を
慎
重
に
展
開
す
る
。

四
　
主
た
る
要
因
と
従
た
る
要
因
の
峻
別
と
い
う
考
え
方
を
採
用
す
る

　
妥
当
性
に
係
る
検
証

　
右
の
通
り
、
因
果
関
係
の
不
存
在
を
理
由
に
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
前
記
平
成
三

〇
年
度
事
例
一
〇
の
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
客
観
的
な
事
実
と
し
て
、「
実
質
的
な
競
争
事
業
者
は
存
在
せ
ず
、
競
争
事
業
者

か
ら
の
競
争
圧
力
は
認
め
ら
れ
な
）
112
（
い
」
た
め
、
同
企
業
結
合
の
結
果
「
ほ
ぼ
独
占
状
態
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
弊
害
が
生
じ
な
い
よ
う

所
要
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
）
113
（
い
」
こ
と
と
な
っ
）
114
（
た
。
た
だ
、
事
実
上
の
独
占
を
形
成
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
は
事
業
者
ら

の
責
め
に
値
し
な
い
事
情
、
す
な
わ
ち
、「
企
業
結
合
が
な
く
て
も
複
数
の
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
）
115
（
難
」
と
な
る
よ

う
な
市
場
構
造
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
定
さ
れ
た
企
業
結
合
を
検
討
対
象

と
し
て
い
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
に
限
っ
）
116
（

て
、
主
た
る
要
因
と
従
た
る
要
因
と
い
う
整
理
も
し
く
は
法
概
念
を
用
い
て
こ
の
よ
う
な
例

外
的
な
正
当
化
が
説
明
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
序
論
で
提
示
し
た
こ
と
に
つ
き
今
一
度
留
意
さ
れ
た
い
。
同
留
意
を
前
提

に
、
次
の
よ
う
な
試
論
を
展
開
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
因
果
関
係
論
が
右
の
因
果
関
係
論
か
ら
学
び
取
れ
る
こ
と
と
は
一
体
何
な
の
か
。

前
記
の
通
り
、
客
観
的
に
は
企
業
結
合
が
な
け
れ
ば
競
争
法
上
の
懸
念
は
発
生
し
な
か
っ
た
が
、
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
に
照
ら
し
た

法
的
評
価
の
結
果
と
し
て
、
企
業
結
合
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
企
業
結
合
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
に
事
業
者
ら
を
追
い
や
っ
た
市
場
構
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造
に
こ
そ
原
因
が
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
相
当
と
考
え
る
余
地
を
前
記
平
成
三
〇
年
度
事
例
一
〇
の
事
件
処
理
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
、
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
が
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
係
る
因
果
関
係
論
に
も
有
意
な
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
前
記
企
業
結
合
は
市
場
構
造
に
由
来
す
る
競
争
維
持
困
難
性
を
主
た
る
要
因
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
競
争
法

上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
の
原
因
と
の
関
係
に
お
い
て
は
従
た
る
要
因
に
過
ぎ
ず
、
②
同
企
業
結
合
で
は
な
く
当
事
者
ら
の
責
め
に
値

し
な
い
事
情
に
よ
り
独
占
状
態
が
発
生
し
た
た
め
競
争
法
上
の
懸
念
が
一
度
は
認
め
ら
れ
た
企
業
結
合
も
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
運
び

と
な
っ
た
と
い
う
理
論
構
成
を
見
出
し
得
、
そ
れ
は
単
に
行
為
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
の
有
無
を
判
断
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
、

競
争
法
上
の
懸
念
の
真
の
原
因
を
発
見
す
る
ま
さ
に
反
実
仮
想
分
析
の
併
有
す
る
機
能
の
発
揮
が
も
た
ら
し
た
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論

の
深
化
で
あ
る
と
説
明
可
能
な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
競
争
法
上
の
懸
念
が
認
め
ら
れ
た
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
と
い
う

限
定
的
な
場
合
に
お
い
て
、
従
た
る
要
因
と
同
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
と
の
間
に
は
確
か
に
因
果
関
係
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

し
か
し
、
従
た
る
要
因
と
は
別
に
主
た
る
要
因
が
存
在
す
る
た
め
、
法
的
評
価
を
前
提
と
し
た
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
た

事
件
処
理
の
結
論
と
し
て
は
従
た
る
要
因
と
同
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
と
の
間
に
は
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
序
論

で
述
べ
た
仮
説
の
よ
う
な
理
論
構
成
の
可
能
性
を
こ
こ
で
再
度
指
摘
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
①
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
と
い
う
結
果
の
主

た
る
要
因
は
計
画
さ
れ
た
企
業
結
合
以
外
に
求
め
ら
れ
、
か
つ
、
②
同
企
業
結
合
は
や
む
を
得
ず
選
択
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
主
た
る
要

因
に
付
随
す
る
従
た
る
要
因
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
す
る
理
論
構
成
の
可
否
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
同
様
に
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結

合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
た
め
の
法
理
で
あ
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
を
基
礎
と
し
て
競
争
法
上

の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
そ
の
理
論
構
成
の
精
緻
化
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
序
論
で
指
摘
し
た
通
り
、
既
存
の
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
は
単
に
行
為
と
結
果
の
間
の
み
に
着
眼
す
る
法
的
判
断
の
総
体
を
指
す

と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
に
際
し
て
登
場
す
る
分
析
手
法
で
あ
る
反
実
仮
想
分
析
が
実

際
に
先
例
に
お
い
て
原
因
の
探
求
と
い
う
機
能
を
も
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
前
記
仮
説
に
係
る
正
当
性
は
一
定
程
度
確
保
さ
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れ
、
同
先
例
の
示
唆
は
主
た
る
要
因
と
従
た
る
要
因
を
区
別
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
生
ま
れ
る
。

あ
く
ま
で
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
す

べ
き
で
あ
り
な
が
ら
も
、
同
考
え
が
前
記
反
実
仮
想
分
析
が
併
有
す
る
①
競
争
状
況
に
実
質
的
な
差
異
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
い
う

機
能
と
、
②
競
争
法
上
の
懸
念
発
生
の
原
因
を
探
求
す
る
機
能
と
も
整
合
的
な
も
の
で
あ
り
、
伴
っ
て
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合

の
例
外
的
な
正
当
化
を
因
果
関
係
論
に
よ
っ
て
実
現
す
る
場
合
に
依
然
と
し
て
本
稿
が
提
示
す
る
仮
説
の
中
核
を
占
め
る
構
成
要
素
と
し

て
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
結
　
語

　
本
稿
で
は
、
独
占
禁
止
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
そ
の
根
拠
に
つ
き
、

新
規
の
事
例
や
諸
見
解
等
も
参
照
し
な
が
ら
再
考
し
、
序
論
で
述
べ
た
よ
う
な
仮
説
の
正
し
さ
を
確
認
す
べ
く
、
主
に
諸
氏
の
見
解
や
こ

れ
ま
で
の
実
務
と
の
理
論
的
な
整
合
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
に
様
々
な
検
討
を
実
施
し
て
き
た
。
同
仮
説
は
、
破
綻
こ
そ
が
主
た
る

要
因
で
あ
り
企
業
結
合
は
従
た
る
要
因
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
も
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
よ
り

例
外
的
に
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
し
く
は
理
論
構
成
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
諸
氏
の
見
解
と
の
整
合
性
を
探
っ
た
結
果
、
前
記
仮
説
は
既
存
の
諸
見
解
と
く
に
現
時
点
で
通
説
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
比
べ

て
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
係
る
新
規
の
事
例
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
に
基
づ
い
た
事
件
処
理
の
知
見
、
具
体

的
に
い
え
ば
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
反
実
仮
想
分
析
が
併
有
す
る
機
能
に
着
眼
し
て
一
石
を
投
じ
て
い
る
点
に
新
規
性
が
認
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
を
め
ぐ
る
議
論
の
余
地
が
確
か
に
存
在
す
る
こ
と
に
留
意
し
つ
つ
、
さ
し
あ

た
り
、
前
記
仮
説
が
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
が
例
外
的
に
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に
の
み
問
題
と
な
る
法
理
の
機
能
に
関
係
す
る
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も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
考
察
を
進
め
、
欧
米
の
法
的
枠
組
等
も
必
要
な
範
囲
で
適
宜
参
考
し
本
稿
が
構
え
る
仮
説
と
の
理
論
的
整
合

性
を
確
か
め
た
。

　
さ
ら
に
、
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
、
と
り
わ
け
、
わ
が
国
に
お
け
る
独
占
禁
止
法
上
の
そ
れ
に
係
る
代
表
的
な
運
用
例
等
に
鑑

み
る
と
、
や
は
り
同
抗
弁
は
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
な
正
当
化
の
対
象
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
場
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
因
果
関
係
の
有
無
の

判
断
に
際
し
て
登
場
す
る
反
実
仮
想
分
析
は
、
単
に
行
為
と
結
果
の
間
に
あ
る
因
果
関
係
の
有
無
の
み
な
ら
ず
、
同
結
果
発
生
の
真
の
原

因
を
探
求
し
暫
定
的
に
事
件
処
理
の
過
程
で
提
示
す
る
と
い
う
機
能
を
併
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
事
例
分
析
の
結
果
に
明
ら
か
と

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
手
法
が
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
適
用
に

際
し
て
採
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
前
記
の
通
り
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
例
外
的
に
正
当

化
す
る
際
に
問
題
と
な
る
因
果
関
係
論
に
基
づ
く
事
件
処
理
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
反
実
仮
想
分
析
が
問
題
と
な
る
事
件
処
理
に
際
し
て

は
、
同
様
の
理
論
構
成
が
採
用
さ
れ
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
こ
と
を
明
確
に
示
せ
た
た
め
、
本
稿
が
提
示
し
た
仮
説
の
正
し
さ
は

一
応
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
仮
に
相
違
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
本
稿
脚
注
（
67
）
所
定
の
違
い
が
み
ら
れ
る
に
止
ま
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
も
明
示
し
た
。
右
の
通
り
、
新
説
に
係
る
仮
説
を
提
唱
し
た
が
、
同
仮
説
の
正
当
性
と
妥
当
性
に
係
る
一
層
の
探
求
や
他
の
法
理
に

対
す
る
転
用
可
能
性
等
に
関
す
る
研
究
は
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）  

本
稿
の
主
な
先
行
研
究
に
、
泉
水
文
雄
「
独
禁
法
に
お
け
る
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
つ
い
て
：
企
業
の
破
綻
と
競
争
の
一
側
面
」
大
阪
市
立
大
學

法
學
雜
誌
第
四
五
巻
三
／
四
号
（
一
九
九
九
年
）
六
一
六
頁
、
遠
藤
美
光
「
破
綻
会
社
法
理
（The Failing Com

pany D
octrine

）
の
展
開
と

課
題
」
上
智
法
学
論
集
第
二
一
巻
二
・
三
号
（
一
九
七
八
年
）
二
〇
五
頁
、
等
が
あ
る
。
な
お
本
稿
中
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
事
件
の
引
用
文
を
多
く

用
い
る
の
は
共
通
理
解
か
ら
不
透
明
か
つ
困
難
な
課
題
へ
と
向
け
ら
れ
る
論
証
過
程
の
理
解
を
容
易
に
す
る
と
い
う
目
的
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ

る
。
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（
2
）  

本
稿
中
、
有
効
競
争
と
も
表
記
す
る
こ
の
法
概
念
に
関
し
て
は
、
主
に
、
根
岸
哲
＝
舟
田
正
之
『
独
占
禁
止
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、

二
〇
一
五
年
）、
二
五
︱
二
七
頁
と
関
連
す
る
脚
注
を
参
照
。
ま
た
、
今
村
成
和
『
独
占
禁
止
法
』（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
七
八
年
）、
六
二
頁

に
は
端
的
に
「
事
業
者
相
互
間
の
自
由
な
競
争
が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
…
（
筆
者
中
略
）
…
い
か
な
る
事
業
者
も
、
そ
の
競
争
へ
の
参
加
が

妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
」
が
有
効
競
争
「
が
行
わ
れ
得
る
た
め
」
の
「
二
つ
の
条
件
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
同
書
六

三
頁
に
「
価
格
競
争
が
行
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
競
争
の
本
質
的
利
益
が
失
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
点
、
お
よ
び
、

「
経
済
学
的
見
地
」
か
ら
有
効
競
争
論
に
触
れ
た
同
書
六
五
頁
も
特
筆
に
値
す
る
。

（
3
）  

企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
（
本
稿
中
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
は
、
そ
の
導
入
部
分
（
は
じ
め
に
）
に
お
い
て
、

「
会
社
の
株
式
（
社
員
の
持
分
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
取
得
若
し
く
は
所
有
（
以
下
「
保
有
」
と
い
う
。）（
法
第
一
〇
条
）、
役
員
兼
任
（
法

第
一
三
条
）、
会
社
以
外
の
者
の
株
式
の
保
有
（
法
第
一
四
条
）
又
は
会
社
の
合
併
（
法
第
一
五
条
）、
共
同
新
設
分
割
若
し
く
は
吸
収
分
割
（
法

第
一
五
条
の
二
）、
共
同
株
式
移
転
（
法
第
一
五
条
の
三
）
若
し
く
は
事
業
譲
受
け
等
（
法
第
一
六
条
）」
を
「
企
業
結
合
」
と
す
る
旨
の
理
解
を

示
し
て
い
る
。

（
4
）  

今
村
・
前
掲
注
（
2
）、
六
四
頁
よ
り
引
用
。

（
5
）  

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
の
１
（
１
）
イ
、
お
よ
び
、
同
第
３
の
１
（
２
）
第
三
文
を
参
照
。

（
6
）  

そ
の
代
表
例
た
る
独
占
が
も
た
ら
し
得
る
価
格
支
配
力
発
揮
に
伴
う
弊
害
、
す
な
わ
ち
、
不
当
な
富
の
移
転
に
伴
っ
て
生
じ
る
厚
生
損
失
等
に

つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
小
田
切
宏
之
『
競
争
政
策
論

︱
独
占
禁
止
法
事
例
と
と
も
に
学
ぶ
産
業
組
織
論
』（
日
本
評
論
社
、
第
二
版
、
二
〇
一

七
年
）
二
頁
図
１
︱
１
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
同
書
一
︱
一
七
頁
も
競
争
の
存
在
意
義
を
考
え
る
う
え
で
有
意
義
な
旨
付
言
す
る
。

（
7
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
川
濵
昇
「
単
独
効
果
の
理
論
的
基
礎

︱
水
平
的
企
業
結
合
規
制
の
再
検
討
」
金
井
貴
詞
ほ
か
編
『
経
済
法
の
現
代
的

課
題
：
舟
田
正
之
先
生
古
稀
祝
賀
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
六
一
頁
も
別
途
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）  

両
効
果
の
定
義
は
、
例
え
ば
、
Ｎ
Ｅ
Ｒ
Ａ
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
編
『
企
業
結
合
規
制
の
経
済
分
析

︱
市
場
競
争
の
評
価
手
法

と
分
析
対
応
ガ
イ
ダ
ン
ス
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
一
四
年
）、
七
〇
︱
七
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）  

今
村
・
前
掲
注
（
2
）、
六
一
頁
よ
り
引
用
。

（
10
）  

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
1
第
一
段
落
第
一
文
を
参
照
。

（
11
）  

こ
の
理
に
つ
い
て
は
、
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
３
の
１
、
と
り
わ
け
同
（
１
）
の
イ
を
参
照
。

（
12
）  See O

ECD, Best Practice Roundtables on Com
petition Policy, The Failing Firm

 D
efence, DAF/CO

M
P 38 （2009

）.
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（
13
）  See Japan Fair Trade Com

m
ission, G

uidelines to application of the antim
onopoly act concerning review

 of business com
bi-

nation, 

（8

）B 

（2004, revised 2019

）, available at, https://w
w
w.jftc.go.jp/en/legislation_gls/im

onopoly_guidelines_
files/191217G

L.pdf （last visited, July 10, 2020

）.
（
14
）  
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
二
三
頁
、
六
二
五
頁
、
六
四
八
頁
。
ま
た
、
越
知
保
見
『
日
米
欧
独
占
禁
止
法
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）、

六
五
九
頁
、
お
よ
び
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
哲
郎
「
破
綻
企
業
の
抗
弁

︱
欧
州
に
お
け
る
実
務
の
分
析
と
、
日
本
の
企
業
結
合
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
と
の
比
較
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
九
三
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
四
頁
、
三
七
頁
脚
注
一
六
も
参
照
さ
れ
た
い
。See also M

ika O
inonen, 

M
ergers with a financially distressed com

pany in the U
nited States and European U

nion: alike, but not the sam
e, vol. 34, issue 

10, E. C. L. R. 538, 542 -544 （2013

）.

（
15
）  

村
上
政
博
『
独
占
禁
止
法
』（
弘
文
堂
、
第
八
版
、
二
〇
一
七
年
）、
三
五
六
頁
。

（
16
）  

ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
・
前
掲
注
（
14
）、
三
七
︱
四
〇
頁
。

（
17
）  

例
え
ば
、
川
濵
昇
ほ
か
『
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
解
説
と
分
析
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）、
一
八
六
頁
脚
注
三
九
﹇
泉
水
文
雄
執
筆

部
分
﹈。
ま
た
、
効
率
性
の
抗
弁
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
林
秀
弥
『
企
業
結
合
規
制

︱
独
占
禁
止
法
に
よ
る
競
争
評
価
の
理
論
』（
商
事
法
務
、

二
〇
一
一
年
）、
一
七
五
︱
一
七
六
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
補
足
資
料
と
し
て
、
例
え
ば
、
白
石
忠
志
『
独
禁
法
講
義
』（
有
斐
閣
、
第
九
版
、
二
〇
二
〇
年
）、
七
一
︱
七
二
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）  

こ
の
点
、
白
石
・
前
掲
注
（
18
）、
七
二
頁
に
て
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
対
し
て
述
べ
ら
れ
た
、「
こ
の
基
準
に
完
全
に
依
拠
し
て
し
ま
う
と
、
目
的
の
実
現

に
必
要
な
範
囲
内
の
手
段
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
Ｌ
Ｒ
Ａ
が
見
つ
か
れ
ば
や
は
り
違
反
と
な
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
少
々
神
経
質
な
法
適
用
と

な
っ
て
予
測
可
能
性
も
失
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
す
る
部
分
は
同
基
準
の
運
用
に
係
る
特
に
重
要
な
示
唆
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）  

例
え
ば
、
泉
水
・
前
掲
注
（
1
）、
六
四
七
頁
の
（
イ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
21
）  

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
３
（
４
）。

（
22
）  

垂
直
型
企
業
結
合
に
関
す
る
単
独
効
果
に
つ
き
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
５
の
２
（
３
）、
協
調
効
果
に
つ
き
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
５
の
３

（
２
）。
混
合
型
企
業
結
合
に
関
す
る
単
独
効
果
に
つ
き
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
６
の
２
（
３
）、
協
調
効
果
に
つ
き
現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
６
の

３
。

（
23
）  

例
え
ば
、
山
根
裕
子
『
合
併
審
査
：
米
欧
の
事
例
と
日
本
の
課
題
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）、
一
九
五
︱
一
九
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
24
）  

例
え
ば
、
欧
州
に
お
け
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
を
契
機
と
し
て
こ
の
点
に
つ
き
論
じ
た
論
文
の
一
つ
に
、
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の

破
綻
会
社
の
抗
弁
と
そ
の
正
当
化
根
拠
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
四
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
八
七
頁
が
あ
る
。

（
25
）  

田
辺
治
＝
深
町
正
徳
編
著
『
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
四
年
）、
一
六
〇
頁
﹇
内
山
遼
執
筆
部
分
﹈。

（
26
）  
同
右
、
一
六
〇
頁
﹇
内
山
遼
執
筆
部
分
﹈
よ
り
引
用
。

（
27
）  
同
右
、
一
六
〇
頁
﹇
内
山
遼
執
筆
部
分
﹈、
一
六
一
︱
一
六
二
頁
﹇
内
山
遼
執
筆
部
分
﹈。

（
28
）  Supra note 13, at （8

） A.

（
29
）  Id. at （8
） B.

（
30
）  

金
井
貴
嗣
ほ
か
編
著
『
独
占
禁
止
法
』（
弘
文
堂
、
第
六
版
、
二
〇
一
八
年
）、
二
三
三
頁
﹇
武
田
邦
宣
執
筆
部
分
﹈。

（
31
）  

例
え
ば
、
山
根
・
前
掲
注
（
23
）、
一
九
五
︱
一
九
八
頁
。

（
32
）  

例
え
ば
、
松
永
博
彬
「
独
禁
法
事
例
速
報 

い
わ
ゆ
る
「
破
綻
企
業
の
抗
弁
」
が
ほ
ぼ
唯
一
の
争
点
と
な
っ
た
企
業
結
合
﹇
公
取
委
令
和
元 

6
．
19
発
表
﹈」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
五
三
八
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
頁
、
七
頁
。

（
33
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
白
石
・
前
掲
注
（
18
）、
七
九
頁
に
は
、
Ｈ
Ｈ
Ｉ
の
増
分
が
少
な
い
こ
と
も
因
果
関
係
の
不
存
在
を
基
礎
づ
け
る
考
慮

要
素
を
形
成
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

（
34
）  

白
石
忠
志
「
平
成
30
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討
（
特
集 

最
近
の
企
業
結
合
規
制
の
動
向
）」
公
正
取
引
第
八
二
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
一

三
頁
、
一
八
︱
二
二
頁
。

（
35
）  

同
右
、
二
一
頁
よ
り
引
用
。

（
36
）  

同
右
、
二
〇
頁
よ
り
引
用
。

（
37
）  

同
右
、
一
九
頁
よ
り
引
用
。

（
38
）  

深
町
正
徳
「
平
成
30
年
度
に
お
け
る
企
業
結
合
関
係
届
出
の
状
況
及
び
主
要
な
企
業
結
合
事
例 

（
特
集 

最
近
の
企
業
結
合
規
制
の
動
向
）」
公

正
取
引
第
八
二
五
号
（
二
〇
一
九
年
）
四
頁
、
四
頁
。

（
39
）  

こ
の
点
は
、
例
え
ば
、
さ
し
あ
た
り
、
長
谷
部
恭
男
ほ
か
編
集
代
表
『
有
斐
閣
判
例
六
法
　
令
和2

年
版
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）、
二

一
三
五
頁
事
件
番
号
六
九
︱
七
一
所
定
の
各
事
例
を
参
照
。

（
40
）  

金
井
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（
30
）、
二
三
四
頁
﹇
武
田
邦
宣
執
筆
部
分
﹈。

（
41
）  

野
﨑
・
前
掲
注
（
24
）、
一
九
八
︱
一
九
九
頁
。
競
争
法
上
の
企
業
結
合
規
制
に
際
す
る
外
在
的
考
慮
は
、
わ
が
国
の
独
占
禁
止
法
に
関
し
て
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い
え
ば
依
然
困
難
と
思
料
さ
れ
る
。

（
42
）  

白
石
・
前
掲
注
（
34
）、
一
九
頁
よ
り
引
用
。

（
43
）  

白
石
・
前
掲
注
（
18
）、
七
九
︱
八
〇
頁
。

（
44
）  See Ioannis Kokkoris, Failing Firm

 D
efence in the European U

nion. A
 Panacea for M

ergers?, vol. 27, issue 9, E. C. L. R. 
494, 509; 

同
見
解
等
に
係
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
24
）、
一
九
八
頁
脚
注
九
〇
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
45
）  
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九

年
）
一
〇
九
頁
、
一
三
三
︱
一
三
四
頁
脚
注
二
八
。

（
46
）  

こ
の
点
、
類
似
す
る
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
る
強
制
の
観
点
と
独
禁
法
違
反
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
白
石
忠
志
『
独
占
禁
止
法
』（
有
斐
閣
、

第
三
版
、
二
〇
一
六
年
）、
一
七
五
頁
を
参
照
。

（
47
）  

例
え
ば
、
越
知
保
見
「
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
因
果
関
係
」
川
濵
昇
ほ
か
編
『
根
岸
哲
先
生
古
稀
祝
賀
　
競
争
法
の
理
論
と
課
題
　
独
占
禁
止

法･

知
的
財
産
法
の
最
前
線
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
三
一
頁
、
五
〇
︱
五
一
頁
は
、
競
争
法
上
の
懸
念
の
不
存
在
を
基
礎
づ
け
る
た
め
の

単
な
る
効
率
性
考
慮
と
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
と
い
う
局
面
で
問
題
と
な
る
規
制
者
で
は
な
く
被
規
制
者
側
か

ら
主
張
さ
れ
る
べ
き
効
率
性
の
抗
弁
に
係
る
問
題
を
区
別
し
、
因
果
関
係
論
と
の
関
係
を
示
唆
し
た
。
事
業
者
の
自
助
努
力
で
は
如
何
と
も
し
が

た
い
市
場
構
造
に
強
制
さ
れ
た
も
の
と
法
的
に
評
価
可
能
な
行
為
に
対
す
る
法
的
非
難
を
差
し
控
え
る
た
め
の
因
果
関
係
論
ま
た
は
法
理
の
存
在

が
窺
え
る
。

（
48
）  

同
説
の
萌
芽
は
去
る
二
〇
一
八
年
に
野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準

︱
一
九
九
八
年
フ
ラ
ン
ス
共
和

国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て

︱
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
一
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
〇
九
頁
、
三
二
二
頁
に
現
れ
た
。
本
稿
は
こ
れ
を
受
け
、

二
〇
二
〇
年
現
在
確
認
で
き
る
新
規
の
事
例
等
を
再
考
し
、
同
論
文
同
頁
に
示
さ
れ
た
競
争
の
減
少
「
の
原
因
を
問
題
と
な
っ
て
い
る
企
業
結
合

に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
を
確
認
す
る
た
め
の
理
論
構
成
に
係
る
仮
説
の
正
当
性
と
妥
当
性
を
先
例
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
見
解
等
を

基
礎
と
し
た
検
証
を
通
じ
て
確
認
す
る
。

（
49
）  

法
学
一
般
に
お
け
る
「
因
果
関
係
」
は
、
さ
し
あ
た
り
、
高
橋
和
之
ほ
か
編
集
代
表
『
法
律
学
小
辞
典
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
、
二
〇
一
六
年
）、

三
九
︱
四
〇
頁
を
参
照
。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
競
争
法
上
の
法
概
念
と
し
て
「
因
果
関
係
」
を
取
り
扱
う
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
同
法
概
念
に
係

る
前
記
区
別
や
議
論
の
便
宜
の
た
め
、
今
後
登
場
す
る
論
拠
以
外
に
も
、
さ
し
あ
た
り
、
平
山
賢
太
郎
「
ビ
ジ
ネ
ス
を
促
進
す
る
独
禁
法
の
道
標

（
第
8
回
）「
因
果
関
係
」
か
ら
眺
め
る
独
禁
法
」Business law

 journal

第
七
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
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本
稿
執
筆
中
、
島
村
健
太
郎
「
ド
イ
ツ
競
争
制
限
禁
止
法
に
お
け
る
市
場
支
配
的
な
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
の
濫
用
行
為
規
制
に

つ
い
て
：Facebook

事
件
を
素
材
と
し
て
」
一
橋
法
学
第
一
八
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
八
七
頁
に
接
し
た
。
同
論
文
四
〇
三
︱
四
〇
四
頁

に
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
競
争
法
に
関
す
る
因
果
関
係
論
が
示
さ
れ
て
お
り
今
後
の
議
論
の
充
実
に
寄
与
し
得
る
と
も
考
え
ら
れ
た
た
め
、
こ

こ
に
付
記
し
て
お
き
た
い
。

（
50
）  
今
村
・
前
掲
注
（
2
）、
六
三
頁
よ
り
引
用
。

（
51
）  
事
業
者
に
よ
る
何
ら
か
の
行
為
の
ほ
か
不
可
抗
力
に
よ
り
生
ず
る
事
象
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
52
）  

今
村
・
前
掲
注
（
2
）、
六
四
頁
よ
り
引
用
。

（
53
）  

同
右
、
六
四
頁
よ
り
引
用
。

（
54
）  

同
右
、
六
四
頁
よ
り
引
用
。
同
頁
脚
注
七
所
定
の
競
争
そ
れ
自
体
に
係
る
減
少
に
着
眼
し
た
考
え
方
を
指
摘
し
た
部
分
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た

い
。

（
55
）  

こ
の
点
、
独
占
禁
止
法
に
関
し
て
行
為
と
結
果
の
間
に
あ
る
競
争
法
上
の
因
果
関
係
の
有
無
に
係
る
判
断
基
準
に
つ
き
議
論
を
展
開
す
る
こ
と

が
理
論
上
可
能
と
し
て
も
、
例
え
ば
、「
競
争
の
実
質
的
制
限
」
の
文
言
を
契
機
と
し
た
違
法
性
判
断
の
過
程
で
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
は
当

然
行
わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
も
考
え
得
る
。
例
え
ば
、
泉
水
文
雄
「
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
十
八
銀
行
の
株
式

取
得
事
例
の
検
討
」
公
正
取
引
第
八
二
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）
五
三
頁
、
五
八
頁
に
は
「
因
果
関
係
」
に
関
す
る
言
及
が
存
在
し
な
い
も
の
の
企

業
結
合
「
に
よ
り
」
違
法
な
結
果
は
発
生
し
な
い
と
い
う
理
論
構
成
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
が
、
結
合
関
係
を
要
件
と
し
て
考
え
る

か
否
か
に
つ
い
て
主
に
論
じ
て
い
る
部
分
で
は
あ
る
が
、
企
業
結
合
規
制
と
因
果
関
係
の
間
に
あ
る
関
係
性
に
つ
い
て
直
接
触
れ
た
、
同
『
経
済

法
入
門
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
三
頁
お
よ
び
脚
注
五
も
参
照
さ
れ
た
い
。
さ
ら
に
、
同
氏
は
過
去
す
で
に
、
同
「
単
独
行
為
規
制
を
め

ぐ
る
問
題 

（
特
集 

単
独
行
為
規
制
を
め
ぐ
る
問
題
）」
公
正
取
引
第
八
〇
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
頁
で
「
競
争
の
実
質
的
制
限
を
も
た
ら
す
プ

ロ
セ
ス
な
い
し
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（
同
論
文
四
頁
よ
り
引
用
）
の
重
要
性
を
説
い
て
お
り
、
こ
れ
は
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
企
業
結
合
規
制

に
も
通
底
し
得
る
示
唆
と
思
料
さ
れ
る
た
め
こ
ち
ら
の
論
文
も
別
途
参
照
さ
れ
た
い
。
一
方
で
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
24
）、
二
〇
九
︱
二
一
〇
頁

脚
注
四
六
所
定
の
記
述
も
そ
の
正
当
性
と
妥
当
性
に
関
す
る
評
価
を
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
白
石
・
前
掲
注
（
34
）、
一
九
︱
二
二
頁
は
独
占

禁
止
法
第
四
章
各
所
定
の
「
に
よ
り
」
に
因
果
関
係
論
そ
し
て
「
こ
と
と
な
る
」
に
失
わ
れ
る
競
争
を
回
復
す
る
た
め
の
問
題
解
消
措
置
の
存
立

根
拠
を
そ
れ
ぞ
れ
見
出
し
得
る
た
め
前
記
違
法
性
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
そ
れ
は
独
立
し
た
要
件
で
あ
る
と
も
位
置
付
け
得
る
説
が
存
在
す
る
。
こ

れ
に
加
え
て
、
同
じ
く
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
の
問
題
と
し
て
、
白
石
・
前
掲
注
（
46
）、
一
三
七
︱
一
三
八
頁
に
は
不
当
な
取
引
制
限
に
関
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し
て
た
と
え
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
コ
ア
カ
ル
テ
ル
が
問
題
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
因
果
関
係
論
は
必
然
的
に
問
題
と
な
り
得
る
と
の
指
摘
が
あ
る

点
も
注
目
に
値
す
る
。

　
　
　
さ
ら
に
、
法
的
評
価
の
次
元
の
論
点
と
し
て
、
例
え
ば
、
越
知
・
前
掲
注
（
47
）、
五
二
頁
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
は

違
法
性
判
断
の
段
階
で
評
価
し
尽
く
さ
れ
る
問
題
と
す
る
見
解
と
、
例
え
ば
、
白
石
忠
志
「
独
禁
法
に
お
け
る
因
果
関
係
」
伊
藤
眞
ほ
か
編
集
委

員
『
経
済
社
会
と
法
の
役
割
：
石
川
正
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
三
六
九
頁
、
三
九
四
︱
三
九
五
頁
に
示
さ
れ
る

よ
う
な
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
は
行
為
が
違
法
な
結
果
に
与
え
た
寄
与
度
を
判
断
す
る
際
に
有
益
と
す
る
見
解
と
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
56
）  

白
石
・
前
掲
注
（
46
）、
一
四
〇
︱
一
四
二
頁
、
四
七
五
︱
四
七
六
頁
、
五
一
一
頁
。

（
57
）  

白
石
・
前
掲
注
（
34
）、
一
四
︱
二
二
頁
。
深
町
・
前
掲
注
（
38
）、
一
〇
︱
一
二
頁
。

（
58
）  

白
石
・
前
掲
注
（
46
）、
一
四
〇
︱
一
四
二
頁
。
白
石
・
前
掲
注
（
34
）、
一
八
頁
。
伊
永
大
輔
「
債
権
譲
渡
の
問
題
解
消
措
置
に
よ
り
長
崎
県

の
地
銀
統
合
が
承
認
さ
れ
た
事
例
﹇
公
正
取
引
委
員
会
平
成
30
．
8
．
24
審
査
結
果
﹈」
新
・
判
例
解
説w

atch

：
速
報
判
例
解
説
第
二
四
巻

（
二
〇
一
九
年
）
二
三
三
頁
、
二
三
五
頁
。

（
59
）  

白
石
忠
志
「
平
成
24
年
度
企
業
結
合
事
例
集
等
の
検
討 

（
特
集 

最
近
の
企
業
結
合
規
制
の
動
向
）」
公
正
取
引
第
七
五
五
号
（
二
〇
一
三
年
）

一
〇
頁
、
一
三
頁
。

（
60
）  

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
７
の
１
第
二
段
落
第
一
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
61
）  

泉
水
（
二
〇
一
九
年
）・
前
掲
注
（
55
）、
五
八
頁
。

（
62
）  

公
正
取
引
委
員
会
「（
平
成
24
年
度
：
事
例
9
）
㈱
ヤ
マ
ダ
電
機
に
よ
る
㈱
ベ
ス
ト
電
器
の
株
式
取
得
」
二
〇
一
三
年
六
月
五
日
（https://

w
w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/keiei/h24jirei09_files/h24jirei09.pdf

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）、
六
頁
第
４
の
７

第
二
段
落
よ
り
引
用
。

（
63
）  

公
正
取
引
委
員
会
「（
平
成
25
年
：
事
例
9
）
イ
オ
ン
㈱
に
よ
る
㈱
ダ
イ
エ
ー
の
株
式
取
得
」
二
〇
一
四
年
六
月
一
一
日
（https://w

w
w.jftc.

go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/keiei/h25jirei09_files/h25jirei09.pdf
、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）、
四
頁
第
５
の
４
よ
り
引
用
。

（
64
）  G

uidelines on the assessm
ent of horizontal m

ergers under the Council Regulation on the control of concentrations betw
een 

undertakings ﹇2004

﹈ OJ C 31/5, para. 9.

（
65
）  See Case CO

M
P/M
.6796, AEG

EAN
/ O
LYM

PIC II 

﹇2013

﹈ C 6561 final, paras. 834-841;

野
﨑
光
駿
「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
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抗
弁
に
関
す
る
規
制
の
現
状
と
課
題
に
対
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
九
五
頁
、
一
〇
五
︱
一
〇
六
頁
。
併

せ
て
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
24
）、
一
九
四
︱
一
九
五
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
66
）  Supra note 64, at para. 89.

（
67
）  
例
え
ば
、
中
島
菜
子
「
海
外
注
目
事
例
か
ら
み
え
て
く
る
競
争
法
実
務
の
着
眼
点
（
第
一
三
回
）
欧
州
：
企
業
結
合
審
査
に
お
い
て
、
効
率
性

の
向
上
を
認
め
た
上
で
、
事
業
部
門
に
つ
い
て
破
綻
企
業
の
抗
弁
を
認
め
た
事
例CO

M
M
ISSIO

N
 D
ECISIO

N
 of 02.09.2013 Case N

o 
CO
M
P/M
.6360-N

YN
AS/SH

ELL/H
ARBU

RG
 REFIN

ERY

」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
〇
九
八
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
八
頁
、
八
〇
︱
八
一
頁
は

「
Ｅ
Ｕ
２
０
０
４
年
水
平
型
企
業
結
合
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
企
業
結
合
と
結
果
発
生
の
因
果
関
係
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る

が
…
（
筆
者
中
略
）
…
破
綻
企
業
の
抗
弁
の
場
合
に
つ
い
て
特
記
」
さ
れ
た
も
の
が
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
九
に
対
す
る
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
の
存
在
意

義
と
説
く
。
確
か
に
、
同
パ
ラ
グ
ラ
フ
八
九
で
行
わ
れ
る
競
争
法
上
の
因
果
関
係
論
に
よ
る
事
件
処
理
の
際
に
行
わ
れ
る
反
実
仮
想
分
析
は
、
同

部
分
が
示
す
通
り
、
企
業
結
合
の
前
後
を
比
べ
て
も
競
争
の
減
少
は
発
生
す
る
も
の
の
同
減
少
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
抑
制
す
る
と
い
う
目
的
の

下
に
反
実
仮
想
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
理
解
を
支
え
る
よ
う
な
事
件
処
理
が
行
わ
れ
た
主
な
先
例
に
係
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、

さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
65
）、
一
〇
五
︱
一
〇
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
68
）  15 U.S.C. 

§18. 

同
条
文
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
松
下
満
雄
＝
渡
邉
泰
秀
編
『
ア
メ
リ
カ
独
占
禁
止
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

第
二
版
、
二
〇
一
二
年
）、
九
︱
一
〇
頁
を
参
照
。

（
69
）  

松
下
＝
渡
邉
・
前
掲
注
（
68
）、
九
頁
よ
り
引
用
。

（
70
）  

公
正
取
引
委
員
会
「
公
表
事
例
に
お
い
て
当
事
会
社
グ
ル
ー
プ
の
経
営
状
況
が
考
慮
さ
れ
た
例
」（https://w

w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/

toukeishiryo/keiei/index.htm
l

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）
の
２
よ
り
引
用
。

（
71
）  

同
右
よ
り
引
用
。

（
72
）  

な
お
、
以
下
で
再
考
す
る
事
例
の
公
表
期
日
の
情
報
は
、
公
正
取
引
委
員
会
「
一
定
の
取
引
分
野
の
例
」
二
〇
一
八
年
六
月
六
日
（https://

w
w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/1906torihikibunnya.pdf
、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）
の
資
料
内
カ
ッ
コ
書
き
内
部

に
示
さ
れ
た
表
記
に
依
拠
し
た
。

（
73
）  

こ
の
検
討
過
程
の
詳
細
な
展
開
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
限
界
を
考
慮
し
他
日
を
期
す
。
本
稿
が
取
り
上
げ
た
二
件
の
事
例
以
外
の
事
例
に
関
す
る

主
な
共
通
点
は
、
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
を
そ
れ
の
み
の
機
能
に
よ
っ
て
例
外
的
に
正
当
化
す
る
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
が
機

能
し
た
事
例
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
事
情
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
稿
中
で
も
示
し
た
前
記
弱
い
競
争
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者
の
抗
弁
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
考
え
る
の
が
現
時
点
で
は
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。

（
74
）  

本
件
の
さ
ら
な
る
詳
細
に
関
し
て
は
紙
幅
の
限
界
も
ふ
ま
え
主
に
次
の
資
料
に
委
ね
た
い
。
菅
久
修
一
編
著
『
独
占
禁
止
法
』（
商
事
法
務
、

第
三
版
、
二
〇
一
八
年
）、
二
九
九
頁
。
大
泉
玄
之
助
＝
小
野
曜
子
「
平
成
22
年
度
に
お
け
る
主
要
な
企
業
結
合
事
例
に
つ
い
て
」
公
正
取
引
第

七
三
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
七
頁
、
四
三
頁
。
白
石
忠
志
「
平
成
22
年
度
企
業
結
合
事
例
集
の
検
討
」
公
正
取
引
第
七
三
三
号
（
二
〇
一
一

年
）
六
一
頁
、
六
七
頁
。

（
75
）  
公
正
取
引
委
員
会
「（
平
成
22
年
度
：
事
例
5
）
東
洋
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
㈱
に
よ
る
昭
和
ア
ル
ミ
パ
ウ
ダ
ー
㈱
の
株
式
取
得
」
二
〇
一
〇
年
六
月

二
二
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/toukeishiryo/yunyuu/h22jirei05_files/H

22jirei05.pdf

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終

閲
覧
）。

（
76
）  

同
右
、
五
頁
第
３
の
１
（
７
）
よ
り
引
用
。

（
77
）  

同
右
、
五
頁
第
３
の
１
（
７
）
第
一
段
落
よ
り
引
用
。

（
78
）  

同
右
、
五
頁
第
３
の
１
（
７
）
第
二
段
落
よ
り
引
用
。

（
79
）  

同
右
、
六
︱
七
頁
第
４
の
１
（
１
）
お
よ
び
（
２
）。
と
り
わ
け
、
両
部
分
に
お
け
る
「
加
え
て
」
な
る
文
言
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
80
）  

菅
久
編
著
・
前
掲
注
（
74
）、
二
九
九
頁
お
よ
び
三
〇
〇
頁
よ
り
引
用
。

（
81
）  

同
右
、
三
〇
〇
頁
。

（
82
）  

本
件
の
さ
ら
な
る
詳
細
に
関
し
て
は
紙
幅
の
限
界
も
ふ
ま
え
主
に
次
の
資
料
に
委
ね
た
い
。
石
垣
浩
晶
「
合
算
市
場
シ
ェ
ア
が
高
く
て
も
ク
リ

ア
ラ
ン
ス
の
チ
ャ
ン
ス
あ
り 

平
成
30
年
度
主
要
企
業
結
合
事
例
に
み
る
公
取
委
の
判
断
基
準
と
審
査
対
応
策
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
第
一
九
巻
一
一

号
（
二
〇
一
九
年
）
九
二
頁
、
九
三
頁
。
白
石
・
前
掲
注
（
34
）、
一
八
︱
二
二
頁
。
深
町
・
前
掲
注
（
38
）、
一
〇
︱
一
一
頁
。
渕
川
和
彦
「
経

済
法
判
例
研
究
会
（N

um
ber 282

）
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
―
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱
の
株
式
取
得
﹇
公
取
委
令

和
元
6
．
19
発
表
﹈」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
五
四
〇
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
三
頁
。
松
永
・
前
掲
注
（
32
）。

（
83
）  

公
正
取
引
委
員
会
「 

（
平
成
30
年
度
：
事
例
7
）
㈱
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｎ
―
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｔ
　
Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
Ｓ
に
よ
る
キ
ャ
ン
シ
ス
テ
ム
㈱
の
株
式
取

得
」
二
〇
一
九
年
六
月
一
九
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/jirei/30nendo_files/h30jirei07.pdf

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最

終
閲
覧
）。

（
84
）  

同
右
、
五
頁
第
３
の
５
。
本
件
に
お
け
る
Ｇ
Ｕ
Ｐ
Ｐ
Ｉ
の
取
扱
い
は
、
主
に
、
渕
川
・
前
掲
注
（
82
）、
八
五
頁
、
お
よ
び
、
深
町
・
前
掲
注

（
38
）、
一
〇
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
85
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
83
）、
五
頁
第
４
の
１
第
二
段
落
よ
り
引
用
。

（
86
）  

同
右
、
五
頁
第
４
の
１
第
三
段
落
第
一
文
よ
り
引
用
。

（
87
）  

同
右
、
五
頁
第
４
の
１
第
三
段
落
第
二
文
よ
り
引
用
。

（
88
）  
服
部
育
生
「
倒
産
寸
前
企
業
の
再
建
合
併
と
独
禁
法
―

上
―

」
公
正
取
引
第
四
五
七
号
（
一
九
八
八
年
）
六
二
頁
、
六
六
頁
、
泉
水
・
前
掲
注

（
1
）、
六
二
二
頁
、
六
三
七
頁
脚
注
三
八
、
ビ
ュ
ア
ー
ル
＝
元
芳
・
前
掲
注
（
14
）、
三
九
頁
脚
注
二
一
よ
り
引
用
。

（
89
）  
松
永
・
前
掲
注
（
32
）、
七
頁
。

（
90
）  

渕
川
・
前
掲
注
（
82
）、
八
六
頁
。

（
91
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
83
）、
七
頁
第
５
第
二
段
落
第
一
文
よ
り
引
用
。

（
92
）  

公
正
取
引
委
員
会
「
事
務
総
長
定
例
会
見
記
録
」
二
〇
一
九
年
六
月
一
九
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/houdou/teirei/2019/apr_jun/kai-

kenkiroku190619.htm
l#cm

s40BA6

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）、
質
疑
応
答
部
分
の
一
点
目
の
応
答
部
分
。

（
93
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
野
﨑
・
前
掲
注
（
48
）
四
八
、
三
一
四
頁
、
三
二
八
︱
三
二
九
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
94
）  

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
９
）
に
そ
の
ま
ま
新
設
さ
れ
た
次
の
部
分
を
指
す
。

　
　
　「（
9
）
一
定
の
取
引
分
野
の
規
模
　
複
数
の
事
業
者
が
事
業
活
動
を
行
う
と
、
効
率
的
な
事
業
者
で
あ
っ
て
も
採
算
が
取
れ
な
い
ほ
ど
一
定
の

取
引
分
野
の
規
模
が
十
分
に
大
き
く
な
く
、
企
業
結
合
が
な
く
て
も
複
数
の
事
業
者
に
よ
る
競
争
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
当
該

複
数
の
事
業
者
が
企
業
結
合
に
よ
っ
て
1
社
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
企
業
結
合
に
よ
り
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限

す
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
と
通
常
考
え
ら
れ
る
。」

（
95
）  

そ
の
主
な
例
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
田
平
恵
「
経
済
法
判
例
研
究
会
（N

um
ber 275

）
債
権
譲
渡
が
問
題
解
消
措
置
と
さ
れ
た
長
崎
県
に

お
け
る
地
銀
統
合
事
例
﹇
公
取
委
平
成
30
．
8
．
24
発
表
﹈」
ジ
ュ
リ
ス
ト
第
一
五
三
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
八
七
頁
、
九
〇
頁
。
中
野
雄
介

「
独
禁
法
事
例
速
報 

債
権
譲
渡
等
の
問
題
解
消
措
置
が
条
件
と
さ
れ
た
地
銀
関
連
企
業
結
合
案
件
﹇
公
取
委
平
成
30
．
8
．
24
発
表
﹈」
ジ
ュ
リ

ス
ト
第
一
五
二
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
頁
、
七
頁
。

（
96
）  

公
正
取
引
委
員
会
「「
企
業
結
合
審
査
に
関
す
る
独
占
禁
止
法
の
運
用
指
針
」（
案
）
及
び
「
企
業
結
合
審
査
の
手
続
に
関
す
る
対
応
方
針
」

（
案
）
に
対
す
る
意
見
の
概
要
及
び
そ
れ
に
対
す
る
考
え
方
」
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
七
日
（https://w

w
w.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/ 

2019/dec/191217_kiketu.htm
l

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）、
別
紙
３
の
一
八
頁
回
答
番
号
四
〇
の
考
え
方
の
欄
よ
り
引
用
。

（
97
）  

同
様
の
見
解
を
当
初
よ
り
示
し
て
い
た
資
料
の
主
な
例
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
白
石
・
前
掲
注
（
34
）、
一
七
頁
。
伊
永
・
前
掲
注
（
58
）、
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二
三
五
頁
。

（
98
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
96
）、
別
紙
３
の
一
八
頁
回
答
番
号
四
〇
の
考
え
方
の
欄
よ
り
引
用
。

（
99
）  

同
右
、
別
紙
３
の
二
二
頁
回
答
番
号
四
六
の
考
え
方
の
欄
を
参
照
。

（
100
）  Counterfactual

に
係
る
分
析
を
指
す
。
深
町
・
前
掲
注
（
38
）、
五
︱
六
頁
、
一
〇
頁
を
参
照
。

（
101
）  
深
町
・
前
掲
注
（
38
）、
一
一
︱
一
二
頁
。

（
102
）  
な
お
、
Ｅ
Ｕ
競
争
法
上
の
規
制
に
も
同
分
析
が
登
場
す
る
旨
は
特
に
本
稿
脚
注
（
67
）
で
述
べ
た
が
、
同
法
に
係
る
通
常
の
企
業
結
合
規
制
に

際
す
る
同
分
析
と
破
綻
会
社
の
抗
弁
の
適
用
に
際
し
て
問
題
と
な
る
同
分
析
の
間
に
は
微
妙
な
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
い
う
点
に
つ
き
重

ね
て
注
意
を
促
し
た
い
。

（
103
）  

本
件
の
さ
ら
な
る
詳
細
に
関
し
て
は
紙
幅
の
限
界
も
ふ
ま
え
主
に
次
の
資
料
に
委
ね
た
い
。
田
平
・
前
掲
注
（
95
）。
中
野
・
前
掲
注
（
95
）。

伊
永
・
前
掲
注
（
58
）。
藤
田
稔
「
独
占
禁
止
法
判
例
研
究
会
（
第
50
回
）
株
式
会
社
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
株
式
会
社

十
八
銀
行
の
株
式
取
得
に
関
す
る
審
査
結
果
：
公
正
取
引
委
員
会
平
成
30
年
8
月
24
日
発
表
／
公
取
委
Ｈ
Ｐ
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
一
三
八
号
（
二
〇
一

九
年
）
九
〇
頁
。
泉
水
（
二
〇
一
九
年
）・
前
掲
注
（
55
）。
ま
た
、
地
銀
の
再
編
と
統
合
に
つ
き
、
林
・
前
掲
注
（
17
）、
四
九
五
頁
脚
注
一
九

七
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
104
）  

公
正
取
引
委
員
会
「 

（
平
成
30
年
度
：
事
例
10
）
㈱
ふ
く
お
か
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
㈱
十
八
銀
行
の
株
式
取
得
」
二
〇
一
八
年

八
月
二
四
日
（https://w
w
w.jftc.go.jp/dk/kiketsu/jirei/30nendo_files/h30jirei10.pdf

、
二
〇
二
〇
年
七
月
一
〇
日
最
終
閲
覧
）。

（
105
）  

同
右
、
一
五
頁
第
5
の
2
（
2
）
ウ
第
一
段
落
第
三
文
よ
り
引
用
。

（
106
）  See A

liso
n Jo

n
es et al., Jo

n
es &

 S
u
frin

’s eu
 C
o
m
petitio

n L
aw T

ext, C
ases, an

d M
aterials 6 -7 

（7th ed. 2019

）; see also  
H
erbert H

o
v
en
kam

p, F
ed
eral A

n
titru

st P
o
licy, T

h
e L
aw o

f C
o
m
petitio

n an
d Its P

ractice 35 -39 （5th ed. 2016

）.

（
107
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
104
）、
一
五
頁
第
５
の
２
（
２
）
ウ
第
二
段
落
よ
り
引
用
。

（
108
）  

こ
の
点
に
つ
き
、
競
争
維
持
困
難
性
を
理
由
と
し
た
競
争
法
上
の
懸
念
あ
る
企
業
結
合
の
例
外
的
な
正
当
化
に
際
し
て
は
、
あ
た
か
も
破
綻
会

社
の
抗
弁
適
用
に
際
す
る
要
件
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
、
当
該
企
業
結
合
の
他
に
選
び
得
る
よ
り
競
争
制
限
的
で
な
い
手
段
の
有
無
の

確
認
す
な
わ
ち
当
該
企
業
結
合
に
係
る
競
争
法
上
の
Ｌ
Ｒ
Ａ
性
の
有
無
と
い
う
要
件
を
見
出
し
得
る
旨
を
仮
説
と
し
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

（
109
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
104
）、
一
五
頁
第
５
の
２
（
２
）
ウ
第
三
段
落
よ
り
引
用
。

（
110
）  

同
右
、
一
五
頁
第
５
の
２
（
２
）
ウ
第
四
段
落
よ
り
引
用
。
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（
111
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
96
）、
別
紙
３
の
一
八
頁
回
答
番
号
四
一
の
考
え
方
の
欄
よ
り
引
用
。

（
112
）  

公
正
取
引
委
員
会
・
前
掲
注
（
104
）、
一
五
頁
第
５
の
２
（
２
）
ウ
第
一
段
落
第
三
文
よ
り
引
用
。

（
113
）  

同
右
、
一
五
頁
第
５
の
２
（
２
）
ウ
第
四
段
落
よ
り
引
用
。

（
114
）  
本
件
事
件
処
理
の
う
ち
競
争
上
の
懸
念
に
係
る
金
融
庁
に
よ
る
債
権
譲
渡
ま
で
の
間
で
暫
定
的
に
実
施
さ
れ
る
金
利
に
係
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
措

置
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
田
平
・
前
掲
注
（
95
）、
八
九
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
競
争
上
の
懸
念
を
解
消
す
る
た
め
の
適
切
で
実
効
的
な
措
置

で
あ
る
と
評
価
す
る
見
解
が
存
在
す
る
反
面
、
例
え
ば
、
中
野
・
前
掲
注
（
95
）、
七
頁
に
は
競
争
法
上
の
懸
念
と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
く
競

争
法
違
反
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
同
措
置
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
点
に
つ
い
て
は
留
意
さ
れ
た
い
。

（
115
）  

現
行
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
４
の
２
（
９
）
よ
り
引
用
。

（
116
）  

越
知
・
前
掲
注
（
47
）
四
七
、
五
二
頁
に
は
、
競
争
評
価
の
過
程
で
原
因
に
主
従
の
区
別
を
行
う
こ
と
へ
の
警
句
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は

こ
の
こ
と
も
踏
ま
え
、
同
評
価
を
終
え
た
後
に
例
外
的
な
正
当
化
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
局
面
に
つ
き
論
じ
て
い
る
。

野
﨑
　
光
駿
（
の
ざ
き
　
み
つ
と
し
）

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
競
争
法

主
要
著
作
　
　「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
因
果
関
係
の
判
断
基
準

︱
一
九
九
八
年
フ
ラ

ン
ス
共
和
国
事
件
判
決
を
素
材
と
し
て

︱
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
一
九
号
（
二

〇
一
八
年
）

　
　
　
　
　
　「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
と
資
産
の
不
可
避
的
な
流
出
に
対
す
る
一
考
察
」

法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
一
号
（
二
〇
一
九
年
）

　
　
　
　
　
　「
競
争
法
上
の
破
綻
会
社
の
抗
弁
に
関
す
る
規
制
の
現
状
と
課
題
に
対
す
る
一
考

察
」
法
学
政
治
学
論
究
第
一
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）


